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柏市立図書館の運営理念

社会環境が著しく変化している中で，市民が自らの問題を自ら考え，意思決定し

ていくために“知識”“情報”を入手する必要がますます高まっています。

そこで，柏市立図書館は，市民が必要とする資料や情報を迅速かつ確実に提供す

るために，次の三つの柱を運営理念として掲げます。

・ だれでも，いつでも，どこででも利用できる図書館をめざします。

・ 市民のくらしと仕事を支援し，まちづくりに役立つ図書館をめざします。

・ 「図書館の自由に関する宣言」1に基づいた図書館をめざします。

これらを実現するために，職員の専門的能力を高め，市民に信頼されるサービス

を行います。また，運営についての情報も積極的に公開し，市民と行政が協力し合

う図書館をつくっていきます。

1 図書館の自由に関する宣言

日本図書館協会 1954 採択，1979 改訂

図書館は，基本的人権のひとつとして知る自由をもつ国民に，資料と施設を提供することをもっ

とも重要な任務とする。この任務を果たすため，図書館は次のことを確認し実践する。

第１ 図書館は資料収集の自由を有する

第２ 図書館は資料提供の自由を有する

第３ 図書館は利用者の秘密を守る

第４ 図書館はすべての検閲に反対する

図書館の自由が侵されるとき，われわれは団結して，あくまで自由を守る



柏市立図書館の運営方針

柏市立図書館は，柏市の生涯学習の拠点として位置づけられており，“市民の求

める情報を確実に提供する”という基本的な図書館の機能にとどまらず，柏市とし

ての魅力“柏市らしさ”を創出する手助け，また，子育て支援機能の役割を担うこ

とも求められています。

さらに，これからの図書館は，市民が自ら考え判断できるように，さまざまな情

報の提供を行っていくことがこれまで以上に必要となります。また，市民と市政を

つなぎ，豊かなまちづくりに役立つ最新の情報を常に発信していくことが求められ

ています。

このようなことから，柏市立図書館は，前頁の運営理念のもとに，次のことを運

営方針として掲げ，その実現・具体化・充実に努めます。

１ 市民の“知る権利”を守り，その必要とするあらゆる情報を提供していきま

す。

２ 子どもたちの豊かな心と生きる力を育み，また高齢者が豊かに暮らせるよう

に支援します。

３ 図書館の利用が困難なかたを含め，あらゆる市民が利用できるよう，支援し

ます。

４ 柏市が“活力に溢れるまち”であり続けられるよう，社会の中核を担う勤労

者の仕事に役立つ資料を揃え，市民の就業・起業などを支援します。

５ 市内小・中・高校図書館及び大学図書館，また，県内各図書館や関連機関と

連携し，資料・情報を提供するとともに，市民の享受できる図書館サービスの

充実を図っていきます。

６ 市民の市政参画を積極的に支援し，併せて行政に対し調査・研究及び政策立

案の支援を行うことで市政の活性化の一端を担っていきます。

７ 人間がより良く生きていくことに図書館は必ず役に立つという図書館の存

在意義を信じ，図書館員は市民の要求に応えるため，その専門性を高めるよう，

不断の研鑽を行います。

８ 市民と共にある図書館であり続けるため情報公開を進めていきます。また，

ボランティアの育成等を通じて市民参画を推進し，市民との協働による図書館

運営を行います。

平成２０年５月
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１ 年表

昭和２９年 ４月 柏町立図書館設立（柏町公民館に併設）寺村紘二（教育長）初代図書館長兼務と

なる

柏町立図書館設置条例公布

柏町立図書館規則公布

５月 柏町立図書館開館

７月 館外貸出開始

９月 東葛市制施行

１１月 東葛市立図書館に改称

柏市制施行に伴い柏市立図書館に改称

昭和３０年 ５月 第１回利用者の集い開催

昭和３１年 ４月 平塚秋司（教育長）図書館長兼務となる

貸出文庫開始

昭和３２年 ２月 石井清（社会教育課長）図書館長兼務となる

７月 土公民館図書室開館

富勢出張所内に「富勢公民館図書室」を設置

９月 光ケ丘出張所内に「光ケ丘文庫」を設置

１２月 県立移動図書館（光ケ丘ステーション）開設

昭和３５年１０月 中央公民館建設委員会結成

昭和３６年 ４月 田中公民館文庫開始

昭和３７年 １月 中央公民館竣工

旧公民館から中央公民館に移転

昭和４０年 ２月 館報かしわ創刊号発行

４月 斉藤吉永（中央公民館長）図書館長兼務となる

昭和４１年 １月 児童図書コーナー開設

１１月 県立移動図書館（豊四季団地ステーション）開設

昭和４２年 ４月 図書寄贈者２５名に感謝状贈る

昭和４３年１１月 お昼の読書会開設

昭和４５年１１月 お昼の読書会主催「市民古典講座」開講

昭和４６年 ８月 移動図書館「かしわ号」１号車運行

昭和４７年 ８月 古谷武雄（教育次長）図書館長兼務となる

９月 中央公民館から法務局柏出張所庁舎跡に移転

移動図書館第２号車を「なかよし号」と公募で決定

１１月 野口重利（中央公民館長）図書館長兼務となる



昭和４８年 ５月 柏市立図書館規則全部を改正

６月 第１回図書館協議会開催

１０月 稲飯忠正図書館長就任

１１月 日本図書館協会へ柏市における図書館計画の策定を委託

昭和４９年１０月 柏市立図書館豊四季台分館が開館

１２月 新館建設工事着工

昭和５０年 ４月 近藤三郎図書館長に就任

１０月 新館建設工事竣工

昭和５１年 ３月 新館開館(柏プラネタリウム図書館内に開設）

４月 図書選定委員会発足

昭和５２年 ３月 柏市立図書館豊四季台分館を拡張改装

４月 石井和人図書館長に就任

柏市立図書館資料複製物の提供に関する要綱の制定

昭和５３年 ４月 鏑木力図書館長就任

昭和５４年 ５月 柏市立図書館田中分館，南部分館，西原分館が開館

７月 読書室の利用を夏季期間中二部入替制とする

昭和５５年 ３月 図書館業務にコンピュータ導入（委託） オンラインによる貸出開始

４月 峯川喜代治図書館長就任

５月 柏市立図書館電子計算機取扱要綱を制定

柏市立図書館永楽台分館，布施分館が開館

１０月 県教育功労表彰者として社会教育団体の部で柏市立図書館が受賞

１２月 大型移動図書館車「なかよし号」運行開始

昭和５６年 ４月 視聴覚ライブラリー，中央公民館へ移管

５月 重度身体障害者への図書郵送貸出開始

昭和５７年 １月 柏市立図書館増尾分館が開館

５月 柏市立図書館光ケ丘分館，新富分館が開館

６月 移動図書館車の車庫を新設

１１月 柏市立図書館規則全部を改正

ねたきり老人等身体に障害のある人への郵送貸出開始

昭和５８年 ３月 図書館本館に点字ブロックを設置

４月 柏市立図書館高田分館，根戸分館が開館

昭和５９年 ２月 柏市立図書館図書除籍基準を制定

１０月 柏市立図書館新田原分館が開館

昭和６２年１０月 柏市立図書館松葉分館，藤心分館が開館



昭和６３年 ４月 鈴木国慈図書館長就任

６月 土南部小学校への学校訪問を開始

１１月 柏市立図書館本館に利用者用の端末器「ケンサクくん」を設置

平成 元年 １月 図書館の将来像プロジェクトチームが発足

１０月 同上プロジェクト「新しい時代の図書館サービスを求めて」を報告

柏市立図書館全職員で構成する，担当別会議を発足

図書館計画施設研究所へ柏市の図書館計画を委託

平成 ２年 ３月 同上研究所「柏市のめざす図書館サービス２００１計画」を報告

平成 ３年 １月 盲人用録音物等発受施設に指定される

３月 第３次総合計画に図書館の整備が位置づけられる

４万冊収容の保存庫を増築

４月 図書館本館で１９時までの夜間開館を試行

７月 ブックリスト「よんでみませんか」を市内全小学校へ配布開始

平成 ４年 ４月 大関隆次図書館長就任

１０月 本館で夜間開館サービスを実施

平成 ５年 ４月 移動図書館「なかよし号」（三代目）を購入，運行開始

平成 ６年１２月 レコードの貸出終了

平成 ７年 １月 ＣＤの貸出開始

３月 本館サッシ等取替工事完了

７月 ブックリスト「よんでみませんか」を市内の全児童へ配布開始

１０月 除籍図書を市民へ無償で配布する「リサイクルコーナー」を図書館本館に常設

平成 ８年 ３月 ＯＣＲからバーコードへ変更完了

平成 ９年 ４月 新中央館建築計画プロジェクトチーム発足

９月 全分館へのブックポスト設置完了

平成１１年 ４月 立川誠一図書館長就任

６月 新中央館建設予備調査検討委員会を設置

平成１２年 ３月 （仮称）柏市立中央図書館建設予備調査報告書（案）を作成

１２月 本館で排水管工事を実施

平成１３年 ３月 ＯＰＡＣ（館内用蔵書検索機）の機種入れ替え及び各分館への導入

平成１４年 ４月 柏市ホームページでインターネットによる図書館蔵書検索システムを開始

５月 ブックスタート事業を開始

６月 本館で空調設備全面改修工事完了

平成１５年 ９月 移動図書館車「なかよし号」を廃止

平成１６年 ４月 宮間健図書館長就任

月末の館内整理日を廃止，分館の平日１０：００開館開始



平成１７年 ３月 沼南町との合併に伴い，沼南分館・高柳分館を加えた１６分館体制へ

４月 各分館におけるおはなし会の定期開催への試み開始

８月 図書館だより再創刊 「てのひら」第一号発行

１０月 ブックスタートパック受け取り １万組達成

平成１８年 ３月 旧沼南町域における移動図書館業務を終了

４月 成島勉図書館長就任

子ども読書活動優秀実践図書館 文部科学大臣表彰

１１月 本館機能強化に係る検討報告書を作成

平成１９年 １月 ＯＰＡＣ（館内用蔵書検索機）予約開始

３月 「新中央図書館･整備基本構想」策定（教育総務課）

「柏市子ども読書活動推進計画」策定

４月 全館祝日開館を開始

９分館から職員引き上げ

９月 インターネット予約を開始

１０月 本館内に「シニアライフ応援コーナー」を開設

１１月 第１回図書館まつりを開催

平成２０年 １月 図書館ホームページの機能向上

３月 「新中央図書館整備基本計画」策定（教育総務課）

４月 ７分館から職員引き上げ（平成２０年度から豊四季台分館を除く全分館を臨時職員

のみで運営）

５月 携帯電話用ホームページを開設

沼南分館内に学校図書配送コーナーを設置

柏市立図書館の運営理念及び運営方針を策定

７月 文部科学省委託事業（平成２０年度地域の図書館サービス充実支援事業）を柏市図

書館サービス充実支援実行委員会（事務局：柏市立図書館）が受託

本館内に「緩和ケアを知る１００冊コーナー」を開設

８月 柏市立図書館こども図書館（沼南庁舎内）が開館

１１月 第２回図書館まつりを開催

１２月 ブックスタートパック受け取り ２万組達成

平成２１年 １月 学校図書配送コーナーを沼南分館からこども図書館に移設

５月 文部科学省委託事業「“かしわ”版子ども読書ボランティアリーダー育成事業」を受

託（事務局：柏市立図書館）

１１月 第３回図書館まつり開催



平成２２年 ４月 鈴木宏晶図書館長就任

１０月 第４回図書館まつり開催

１１月 新システム稼働，ホームページ，インターネット予約等の利便性向上

１２月 指導課と共催し｢子ども司書会議｣を開催

平成２３年 ３月 東日本大震災の影響で１４分館閉館（３月１８日～３１日）また，本館夜間開館（毎

週水・木・金の１７時から１９時）を９月末まで休止

４月 中山善太郎図書館長就任

１０月 第５回図書館まつり開催，「高校生グループ読書バトルＩＮかしわ」開催

１１月 ブックスタートパック受け取り ３万組達成

平成２４年 １月 国の地域活性化交付金(住民生活に光をそそぐ交付金約８００万)を活用して図書

館本館２階新聞･雑誌コーナーを中心にリニューアル実施

本館内に｢闘病記文庫｣を開設

４月 プラネタリウム事業を中央公民館から移管

６月 柏市子ども読書活動推進計画（第二次）策定

１０月 第６回図書館まつり開催

１１月 「市内中学・高校生知的書評合戦（ビブリオバトル）」開催

「市内大学図書館見学ツアー及び知的書評合戦（ビブリオバトル）」開催

平成２５年 ８月 市内高等学校図書館担当者意見交換会開催

１２月 リサイクル本市開催（第７回図書館まつり中止により単独開催）

「市内中学・高校生知的書評合戦（ビブリオバトル）チャンプ本賞」等市内書店

ＰＯＰ展示開催

平成２６年 ２月 本館１階リニューアル実施（ＬＥＤ化，正面玄関前改修，児童室非常口新設，

相談・登録コーナー新設）

３月 柏市立図書館条例施行規則一部改正

４月 長妻敏浩図書館長就任

７月 柏市立図書館条例施行規則一部改正の一部改正

本館会議室を読書席に一時開放開始

１０月 第８回図書館まつり開催

貸出延長サービス実施，貸出停止実施

本館リニューアル実施（エレベータ改修）

平成２７年 ３月 本館リニューアル実施（高圧受変電設備取替）

４月 司書有資格者による「司書補助員」採用開始

９月 第９回図書館まつり開催

１１月 図書館システム機器入替え実施，スマートフォン用ホームページを開設

１２月 柏市立図書館条例施行規則一部改正



平成２８年 ４月 諏訪部正敏館長就任

５月 市民読書交流会試行実施

７月 市民読書交流会開催

１２月 ティーンズコーナー設置

本館リニューアル実施(本館外壁塗装及び屋上防水工事)

平成２９年 １月 リサイクル本市開催(第１０回図書館まつり中止により単独開催)



市民１人当たりの貸出冊数

貸出冊数（個人）

人口

4.7冊

登録率

（登録者数＝個人）×100

人口

19.3％

総利用者数 （個人）

641,983人

総貸出冊数 （個人）

1,986,104冊

２ 図書館の１年（平成２８年度）



市民１人当たりの蔵書冊数

蔵書冊数

人口

2.2冊

市民１人当たりの資料購入費

資料購入費

人口

（資料購入費には図書以外も含む）

139円

蔵書回転率

貸出冊数（個人）

蔵書冊数

2.2回

貸出 1回当たりの利用冊数

貸出冊数（個人）

利用者数（個人）

3.1冊



指標の変遷（５年間）

年 度

項 目

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

人口(各年度3/31付) (人) 404,949 406,973 409,447 415,200 418,824

総貸出冊数 (冊) 2,202,801 2,074,670 2,041,079 2,059,969 1,986,104

総利用者数 (人) 642,547 612,472 616,604 650,568 641,983

市民１人当たりの貸出冊数 (冊) 5.4 5.1 5.0 5.0 4.7

登録率 (％) 22.5 21.7 20.8 19.8 19.3

貸出１回当たりの利用冊数 (冊) 3.4 3.4 3.3 3.2 3.1

蔵書回転率 (％) 2.4 2.3 2.2 2.2 2.2

市民１人当たりの蔵書冊数 (冊) 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2

市民１人当たりの資料購入費(円) 141 140 139 139 139

※単位及び算出式は前頁のとおり



３ 図書館の概要

柏市の図書館は，昭和２９年４月，当時の柏町公民館に併設された「柏町立図書館」に始まります。

なお，同年９月には，市制施行により「東葛市立図書館」となり，更に同年１１月には，市の名称変更が行われ「柏

市立図書館」となりました。

昭和４０年代に入ると，柏市は東京のベットタウンとして人口が急増したため，社会基盤の充実の一環として，日

本図書館協会に図書館計画の策定を委託し，図書館網の整備に着手しました。

昭和４９年には，豊四季台分館が開館，引き続き昭和５０年に本館が竣工。その後，昭和５４年から昭和６２年に

かけて１３の分館を設置し，図書館網計画が完成しました。

平成１７年３月には，沼南町との合併により２つの分館が加わり，本館と１６分館の体制となりました。さらに，

平成２０年８月には，沼南庁舎１階を改修し，１７番目の分館として「こども図書館」が開館しました。



１ 施設の概要

（１）本 館 （敷地面積2,234㎡）

階 別 名 称 面 積（㎡）

地 階

事 務 室

作 業 室

連 絡 車 車 庫

保 存 書 庫

郷 土 資 料 保 存 庫

倉 庫

マ イ ク ロ 複 写 室 暗 室

機 械 室 等

208.53

21.81

32.16

97.60

12.30

28.60

19.58

50.00

1 階
児 童 貸 出 室

一 般 貸 出 室

132.86

467.59

2 階

参 考 資 料 室

プ ラ ネ タ リ ウ ム 室

読 書 室

会 議 室 （ １ ）

会 議 室 （ ２ ）

休 憩 コ ー ナ ー

146.88

67.86

108.90

36.63

48.90

10.80

屋 上 屋 上 35.11

そ の 他 478.89

合 計 2,005.00

◎その他別棟保存庫200㎡

（２）分 館

分 館 名 面積（㎡） 開館年月日

豊 四 季 台 分 館 198 S 49．10．22

田 中 分 館 172 S 54． 5． 1

西 原 分 館 105 S 54． 5． 1

南 部 分 館 191 S 54． 5． 1

布 施 分 館 196 S 55． 5．21

永 楽 台 分 館 132 S 55． 5．21

増 尾 分 館 168 S 57． 1．12

光 ケ 丘 分 館 187 S 57． 5．19

新 富 分 館 165 S 57． 5．14

高 田 分 館 137 S 58． 4．16

根 戸 分 館 118 S 58． 4．12

新 田 原 分 館 110 S 59．10． 6

松 葉 分 館 205 S 62．10． 3

藤 心 分 館 147 S 62．10．17

沼 南 分 館 380 S 53． 4． 1

高 柳 分 館 127 H 7． 5．10

こ ど も 図 書 館 473 H 20． 8． 8



２ 各館案内

（１）本 館

〒277‐0005 柏市柏5-8-12 ℡ (7164)5346

柏駅東口下車，徒歩12分

工 事 概 要

建築面積 709㎡

延床面積 2,005㎡

着 工 昭和49年12月 21日

完 成 昭和50年10月 31日

工 費 3億 1,800万円

設 計 株式会社和設計事務所

施 工 戸田建設株式会社

蔵書収容能力 約15万冊

保存書庫



（２）分 館







４ サービスの概要

１ 開館時間

○本館 午前 ９時３０分～午後５時（火・土・日曜日，祝日・休日）

午前 ９時３０分～午後７時（水曜日～金曜日，ただし祝日・休日は除く）

○分館 午前１０時 ～午後５時（火曜日～日曜日，祝日・休日）

沼南分館・高柳分館・こども図書館

午前 ９時３０分～午後５時（火曜日～日曜日，祝日・休日）

２ 休館日

○月曜日

第３月曜日が，祝日・休日に当たる場合は，本館・豊四季台及びこども図書館を除く分館は休館

○年末年始・蔵書点検期間

３ 図書館資料の貸出し

○貸出しを受けられるのは，原則として柏市内に在住，通勤，通学している方，または柏市と隣接する我孫子市・

印西市・鎌ヶ谷市・白井市・流山市・野田市・松戸市に住んでいる方。

○初めて図書やＣＤなどの図書館資料を借りるには，住所・氏名を確認できるもの（保険証，運転免許証，学生

証など）が必要。

○利用カードは，本館・分館の共通カード。

○貸出冊数は，図書・雑誌は，本館・分館合わせて１人１０冊まで。視聴覚資料（ＣＤ，ＤＶＤ等）は合わせて

２点まで。

※ＣＤ・カセットテープは本館で，ＣＤ・ＤＶＤ・ビデオテープは沼南分館で取り扱っています。

※最新号の雑誌は貸出しができません。

○貸出期間は２週間以内。ただし，返却期限日を過ぎていない図書館資料で，予約の入っていない資料は，手続

きの日から，１回に限り貸出期間を２週間延長することが可能。

※返却期限日を４週間過ぎても返していない図書館資料がある場合，新たな貸出し，借りている資料の貸出延長

サービスを受けることはできません。

４ リクエストサービス

読みたい資料が貸出中のときは予約ができます。未所蔵の場合は，市内在住・在勤・在学の方はリクエストがで

きます。用意ができしだい，予約者に連絡をします。なお，視聴覚資料及びマンガについては，所蔵資料の予約の

み受け付けています。

○ＯＰＡＣ（館内用蔵書検索機）・インターネット端末（パソコン，携帯電話，スマートフォン）からは所蔵資料

の予約が可能。

○予約点数は，図書･雑誌は１０点まで，視聴覚資料は２点まで。

○インターネット予約のできる方は，市内在住・在勤・在学の方のみ。

５ 相互貸借

リクエストされた資料が未所蔵の場合は，県内の公共図書館，県立図書館，国立国会図書館との相互貸借により

取り寄せ，提供しています。（雑誌の相互貸借は県内の図書館間でのみ実施。視聴覚資料は不可）



利用できる方は，市内在住，在勤，在学の方のみです。

６ レファレンス

本館の参考資料室では，調査研究用資料として参考図書，各種百科辞典，各国語辞典，政府刊行物（白書，官報），

統計書，年鑑，新聞縮刷版，地図，法令集などを収集しています。インターネット閲覧のできるパソコンも設置し

ています。（本館参考室２台，こども図書館１台）

また，郷土資料の収集も行っており，以下のコーナーを設置しています。

○郷土資料コーナー

千葉県内の市町村誌及び行政資料などを収集。

○柏の資料コーナー

柏市に関する歴史，統計，行政資料などを収集。

７ 障がい者サービス

（１）図書館資料・郵送サービス

来館が困難な方に，資料を郵送等により貸出しをしています。

○対象者は，身体障がい，ねたきりの状態等の理由で来館できない方，その他教育委員会が特に必要と認めた方。

○貸出冊数・点数は，大活字本を含む図書を１０冊，視聴覚資料は各３点まで。

○貸出期間は１か月以内。

（２）大活字本コーナー

本館1階及び２階シニアライフ応援コーナーに設置。

（３）録音図書の貸出サービス

録音図書（テープ），朗読テープの貸出しをしています。

○対象者は視覚障がい者。

○貸出点数は３点まで（録音図書以外の視聴覚資料もこの貸出枠に含まれます）。

○貸出期間は１か月。

８ 児童サービス

（１）本の展示とおはなし会

児童を対象におはなし会を開催しています。定例のおはなし会の他に，子どもたちの休みの時期に合わせて行

う「夏休みおはなし会」，「クリスマスおはなし会」等があります。

また，ブックリスト作成時や行事の際には，関連する本の展示も随時行っています。

（２）ブックリストの作成

毎年夏休みの時期に合わせて「よんでみませんか」を発行。小学校低学年，中学年，高学年向きの３種類のリ

ストを作成し，市内小学校の全児童へ配布しています。

（３）ブックスタート

ブックスタートは，乳幼児の健全な成長を図るため，親子が肌のぬくもりを感じながら子どもに絵本を使って

「ことばかけ」をすることで親子の絆をつくることの大切さを伝える運動です。

柏市では，児童育成課（現：子育て支援課），地域健康福祉課（現：地域健康づくり課），図書館の３課連携の

事業として平成１４年にスタートしました。１歳６か月児の健康診査の会場で，市が購入した絵本を，ボランテ

ィアと協働でメッセージを添え，親子に手渡しています。



９ 団体貸出

市内の社会教育団体，学校，幼稚園，地域の文庫活動団体や読書サークルなどを対象に，団体貸出を行ってい

ます。貸出冊数と期間は，１団体につき２００冊まで，１か月です。

１０ 講座・その他の事業

（１）講座・講演

大人を対象とした講座だけでなく，子ども向けの講座や講演も実施しています。

（２）リサイクル

平成７年１０月から，本館にリサイクルコーナーを設置，また，平成１９年から図書館まつり等でリサイクル

本市を開催し，寄贈された図書や除籍した雑誌等を市民に無償で配布しています。

（３）読書席

本館２階に４５席設置しています。（※会議室を一部開放(１６席)）

（４）プラネタリウム

本館２階に設置しています。

○観覧は無料。

○投影日 毎月第２，第４土曜日とその翌日の日曜日（図書館の休館日は除く）。

○投影時間

土曜日：午後 １時３０分，午後３時３０分

日曜日：午前１１時００分，午後１時３０分，午後３時３０分

○所要時間 約１時間

○定 員 ４０名

※その他，団体投影（学習投影）あり。



１１ 図書館の発行物

名 称 内 容 発 行 期 間

①図書館年報 図書館に関する統計年報 昭和５６年より発行 年刊

②写真でみる柏の散歩道［北部編］ 柏市内の史跡・名所の写真と地図 平成５年発行

③写真でみる柏の散歩道［南部編］ 柏市内の史跡・名所の写真と地図 平成８年発行

④よんでみませんか 夏休み推薦図書 平成３年より発行 年刊

⑤平和図書目録 平和図書情報 昭和６０年～平成１０年

⑥図書館だより“かしわ” 図書館情報
昭和４０年～平成１５年１２月

年数回発行

⑦図書館だより“てのひら” 図書館情報
平成１７年より発行

年数回発行



５ コンピュータシステム

昭和５４年に策定した柏市中期計画で，地域のコミュニティづくりの核として近隣センターを建設する計画が打

ち出され，この中に図書館分館を近隣センターに併設し図書館システムを構築する構想が盛り込まれました。この

構想に基づき，分館網を整備し，市内のどこに住んでいても迅速に平等なサービスが受けられるようにするため，

昭和５５年３月にコンピュータ化による業務を開始しました。

図書館システムの変遷

○昭和６１年，図書データの漢字化や検索機能の拡大を図るため，端末機の更新とともにＭＡＲＣデータを購入，

漢字システムのデータ検索導入。

○昭和６３年，図書館本館内に全館の図書情報を書名，著者名等から検索することができる利用者用図書検索端

末機「ケンサクくん」を１台設置。

○平成８年，従来のＯＣＲナンバーを機器拡張に対応性のあるバーコードに変換。

○平成１３年，クライアントサーバー方式を導入。本館と１４分館，移動図書館は本館端末機を介してネットワ

ークを構築し，ＯＰＡＣ（館内用蔵書検索機）を本館（５台）と各分館（１台ずつ）に設置。内容は図書，雑

誌の検索のほか，図書館利用案内，行事のお知らせ等の情報も提供。

○平成１４年４月には柏市ホームページでインターネットによる図書館蔵書検索システムを開始。

○平成１７年，沼南町との合併に伴い，同町のシステムを統合，沼南分館と高柳分館を加えた。

○平成１９年，ＯＰＡＣ（館内用蔵書検索機）から所蔵資料の予約が可能となった。また，図書館独自のホーム

ページを作成し，パソコンからインターネットを介して図書・雑誌の予約が可能となった。

○平成２０年，沼南庁舎にこども図書館を整備し，現在本館と１７分館のシステムの運用及びデータベースの管

理を外部委託。なお，ホームページの機能強化も行い，ホームページ上で貸出記録や予約状況をみることが可

能となった。さらに携帯電話からホームページにアクセスが可能となり，パソコンと同一のサービスを行うこ

とが可能となった。

○平成２２年，プロポーザルを実施，管理会社の選定を行い，１１月から新システムを稼働。ＯＰＡＣ（館内用

蔵書検索機）については，こども・英語対面画面，検索機能等の充実を図った。

○平成２６年，インターネット，ＯＰＡＣ（館内用蔵書検索機）で貸出延長の手続きが可能となった。また，

図書館資料の円滑な提供を行うため，返却期限日を４週間過ぎても資料をお返しいただけない資料がある場合，

資料をお返しいただくまで貸出停止の措置を講じ，返却期限を守っていただくよう啓発を行うこととした。

○平成２７年，平成２２年に導入したシステムの機器入替えを実施。バージョンアップによる業務の効率化とと

もに，スマートフォン用ホームページの開設，資料一覧の表示機能・お気に入りリストの改善等インターネッ

トによるサービスの利便性の向上を図った。

※個人情報については，「柏市個人情報保護条例」により保護されます。



６ 図書館の組織

１ 図書館組織図

本　　　館 庶務担当
計画担当
サービス担当

豊四季台分館
田中分館
南部分館

館　　長 西原分館
永楽台分館
布施分館
増尾分館
光ケ丘分館
新富分館
高田分館
根戸分館
新田原分館
松葉分館
藤心分館
沼南分館
高柳分館
こども図書館

２ 職員配置 平成２９年４月１日現在（単位：人）

職 名

館 名
館 長 副参事 専門監 主 幹 副主幹 主 査 主 任 主 事 主事補 計

総 括 1(1) 2(1) 3(2)

本

館

庶務担当 2(1) 1 3(1)

計画担当 1(1) 1(1)

サービス担当 4(3) 3(1) 2(1) 2 11(5)

分

館

豊四季台 1(1) 1(1)

田 中

南 部

西 原

永 楽 台

布 施

増 尾

光 ケ 丘

新 富

高 田

根 戸

新 田 原

松 葉

藤心

沼南

高柳

こども 2(2) 2(2)

計 18館 1(1) 2(1) 9(7) 4(2) 2(1) 3 21(12)

※サービス担当主任 2名は再任用，（ ）内は有資格者



３ 分掌事務

市

立

図

書

館

庶
務
担
当

1 本館及び分館の管理及び運営に関すること。

2 図書館の広報及び統計に関すること。

3 プラネタリウムに関すること。

4 公印に関すること。

計
画
担
当

5 図書館の計画に関すること。

6 柏市立図書館協議会に関すること。

サ
ー
ビ
ス
担
当

7 図書館資料の整理，保管及び廃棄に関すること。

8 図書館資料の館内利用及び貸出しに関すること。

9 図書館資料の利用のための相談に関すること。

10 資料の寄贈に関すること。

11 児童サービスに関すること。

12 図書館分館のサービスに関すること。

13 高齢者及び障害者のサービスに関すること。

14 情報資源の検索に関すること。

15 図書館事業の企画及び実施に関すること。

16 公共図書館，大学図書館等との連絡に関すること。

17 読書会等団体の支援に関すること。

18 研修，実習等に関すること。

４ 業務改善会議等

(1)職員会議

毎月第１金曜日に開催し，館長をはじめとした全正規職員が集まり事業等の共通の認識を図るとともに，担当委

員会，研修会等の報告，各種協議等を行っています。

(2)選定会議

サービス担当リーダーを長とし，一般図書担当は毎週水曜日，児童図書担当は，毎月第２・４木曜日に実施して

います。図書館資料選定会議設置要領に基づき，リクエスト図書の検討や出版情報等を交換しています。

(3)担当委員会

図書館運営上の課題について，適宜，委員会を設け，解決のための取組みを行っています。



７ 平成２９年度予算

１ 市の予算 （単位：千円）

会 計 区 分 平成29年度当初予算 平成28年度当初予算 前 年 比

一 般 会 計 122,730,000 124,570,000 △1,840,000

特 別 会 計 82,150,000 78,459,000 3,691,000

２ 教育費 （単位：千円）

款 ･ 目 平成29年度当初予算 平成28年度当初予算 前 年 比

教 育 費
14,047,283

（一般会計の11.3％）

15,237,226

（一般会計の 12.2％）

△1,189,943

図 書 館 費
259,462

（教育費の1.8％）

284,111

（教育費の1.9％）

△24,649

３ 図書館費 （単位：千円）

節
平成29年度

当初予算
説 明

平成28年度

当初予算

1 報酬 264 ◎図書館協議会委員報酬 352

7 賃金 121,754 ◎臨時職員賃金 115,447

8 報償費 294 ◎講演会講座講師謝礼他 269

9 旅費 142 ◎研修会，会議参加旅費他 129

11 需用費 24,229

◎消耗品費

◎燃料費

◎印刷製本費

◎光熱水費

◎修繕料他

24,591

12 役務費 3,542
◎郵便料

◎電話料

◎損害保険料他

3,496

13 委託料 35,344

◎図書館業務電算処理委託

◎清掃業務委託

◎機械設備保守点検業務委託

◎警備委託他

31,083

14 使用料及び

賃借料
18,335 ◎電算システム借上料 他 18,390

15 工事請負費 0 ◎本館改修工事 36,000

18 備品購入費 53,305
◎図書購入費

◎視聴覚資料購入費

◎事業用備品代

52,544

19 負担金補助

及び交付金
2,253

◎日本図書館協会等負担金

他
1,810

27 公課費 0 ◎自動車重量税 0

合 計 259,462 284,111



４ 市の財政に占める図書館費

（単位：％）

※その他，視聴覚教育費（教育費）1,362千円（プラネタリウム管理，プラネタリウム事業）

児童福祉総務費（民生費）258千円（ブックスタート事業 内図書館関係経費）

平成29年度

予算

122,730,000

教育費

14,047,283

図書館費

259,462

内教育費

14,047,283

11.3％

内図書館費

259,462

1.8％

内資料購入費

59,141

22.8％



８ 図書館の活動状況（平成２８年度）

１ 読書及び普及活動

■イベント，講演会等

名称 内容 開催日 場所 参加者数

市民読書交流会

市民ボランティアグループ「くるる×

本・話・会」がコーディネーターとな

り，参加者が「おすすめ本」を紹介し

あう。

（試行）5 月 8 日

7月 2日

9月 3日

11月 5日

12 月 14 日

2月 4日

図書館本館

12月14 日は

県立沼南高柳高等学校

延べ 53 人

リサイクル本市
リサイクル本の頒布（約 7,200 冊頒

布）
1月 21 日 本館 約 900人

市内四大学図書館見

学ツアー及び知的書

評合戦（ビブリオバ

トル）

市民を対象に，市内四大学（東京，麗

澤，二松学舎，開智国際大学）図書館

の見学バスツアーを開催。また，各大

学代表と市民代表によるビブリオバト

ルを同日に開催。

11 月 26 日 各大学 47 人

市内中学・高校生知

的書評合戦（ビブリ

オバトル）

柏市内中学・高校生を対象としたビブ

リオバトルを開催。後日，市内浅野書

店にてチャンプ本等受賞者作成のＰＯ

Ｐを展示。

11 月 13 日 アミュゼ柏 197人

乳幼児読書講演会

テーマ：お話への思い－朗読をまじえ

て

講師：たかどのほうこ氏(児童文学・

絵本作家)

1 月 28 日 アミュゼ柏 236人

文芸講演会

テーマ：西郷隆盛はなぜ犬を連れて西

南戦争に出陣したのか～愛犬家の謎～

講師：仁科邦男氏

3月 4日 アミュゼ柏 214人

歴史講演会

テーマ：プリンストクガワと戸定邸～

忘れられた敗者の文化財～

講師：齊藤洋一氏(松戸市戸定歴史

館々長)

3 月 23 日 アミュゼ柏 117人

■特別展示（図書館主催）

名称 内容
開催月

(開始月)
場所

・憲法を考える （本館）

・お弁当関連 （本館）

・おかあさん，母の日の本（永楽台・増尾・藤心・こど

も）

・春の本（増尾・こども）

・春の花に関する小説・写真集（新富）

・ともだちの本（新富・藤心）

・桜，入学，入園の本（本館・藤心・こども）

・遠足の本（藤心）

・新緑の本（藤心）

・端午の節句の本（藤心）

・電車（こども）

関連図書 4月

本館

永楽台分館

増尾分館

新富分館

藤心分館

こども図書館



・プラネタリウム４０周年川柳（本館）

・遠足，ピクニック （本館）

・雨の本（永楽台・増尾）

・おとうさん，父の日の本（永楽台・増尾・こども）

・ガーデニング（新富）

・子どもの日の本（新富）

・母の日の本（新富）

・かえるの本（藤心）

・運動会の本（藤心）

・虫歯予防の本（沼南）

・おばけ，虫の本（こども）

関連図書 5月

本館

永楽台分館

増尾分館

新富分館

藤心分館

沼南分館

こども図書館

・食育月間 （本館）

・夏の本（永楽台・増尾）

・七夕の本，七夕笹飾り（増尾・沼南）

・雨，梅雨の本（本館・新富・藤心・こども）

・父の日の本（新富・藤心）

・課題図書，よんでみませんか（新富・沼南）

・虫歯予防デーの本（藤心）

・のりものの本（こども）

・蜷川幸雄追悼の本（新富）

関連図書 6月

本館

永楽台分館

増尾分館

新富分館

藤心分館

沼南分館

こども図書館

・滝平二郎展 （本館）

・海の日，山の日 （本館）

・課題図書，よんでみませんか

（本館・増尾・藤心・こども）

・こども司書ＰＯＰ展 （本館）

・過去の課題図書・よんでみませんか（永楽台）

・おじいさんおばあさんの本（永楽台）

・戦争，平和の本 （新富・藤心）

・自由研究の本 （新富）

・夏休み，花火，海の本（増尾・藤心）

・夏の花，野菜の本（藤心）

・おばけ，妖怪の本 （藤心）

・夏の本（こども）

・永六輔追悼の本 （新富）

関連図書 7～8月

本館

永楽台分館

増尾分館

新富分館

藤心分館

沼南分館

こども図書館

・高齢化社会を考える（本館）

・秋の本（永楽台・増尾）

・秋に関する<食欲，芸術，月>の本（新富）

・月，お月見の本（本館・藤心・こども）

・敬老の日の本（増尾・藤心・こども）

・運動会の本 （藤心）

・秋の野菜の本（藤心）

・おばけとまほう，ハロウィンの本（永楽台・増尾）

・ねこ，いぬの本（こども）

関連図書 9月

本館

永楽台分館

増尾分館

新富分館

藤心分館

沼南分館

こども図書館

・紅葉，秋の味覚の本 （本館）

・芥川賞・江戸川乱歩賞の受賞作 （新富）

・ハロウィン，魔女の本（新富・藤心・沼南）

・体育の日の本（藤心）

・山，森，遠足の本 （藤心）

・はたこうしろうの本 （藤心・沼南・こども）

・秋，食の本（こども）

関連図書 10 月

本館

永楽台分館

増尾分館

新富分館

藤心分館

沼南分館

こども図書館

・クリスマスの本 （永楽台・増尾・沼南・こども）

・冬の本（増尾・こども）

・<没後 100 年・ 35 年を記念して>夏目漱石・向田邦子

の作品 （新富）

・はたこうしろうの本 （新富）

・秋，落ち葉，森，七五三の本 （藤心）

・お正月の本（こども）

関連図書 11 月

本館

永楽台分館

増尾分館

新富分館

藤心分館

沼南分館

こども図書館



・夏目漱石生誕１００年 （本館）

・市内中高生ビブリオバトルＰＯＰ展 （本館）

・冬の本 （永楽台）

・クリスマスの本（本館・新富・藤心）

・お正月，もちつき，干支（酉）の本 （新富・藤心）

・雪の本（藤心）

関連図書 12 月

本館

永楽台分館

増尾分館

新富分館

藤心分館

沼南分館

こども図書館

・乳幼児読書講演会 たかどのほうこの本

（本館・新富・こども）

・芥川賞・直木賞２０００年以降受賞展示 （本館）

・お正月の本（本館・増尾）

・夫婦で作家特集 （新富）

・冬の本 （藤心）

・鬼，節分の本（本館・藤心・こども）

関連図書 1月

本館

永楽台分館

増尾分館

新富分館

藤心分館

沼南分館

こども図書館

・文芸講演会 仁科邦男（西郷隆盛・犬関連）（本館）

・Ｊリーグホームタウン市図書館との交換展示（市原

市） （本館）

・春の本 （増尾・藤心）

・節分の本（増尾）

・バレンタイン，チョコレートの本（増尾・新富・藤

心）

・川柳の本 （新富）

・ひな祭りの本 （本館・新富・藤心・沼南・こども）

・春の草花の本 （新富）

・ブルーナ追悼の本（本館・新富）

・佐藤さとる追悼の本 （本館・新富）

・まついのりこ追悼の本 （本館）

・谷口ジロー追悼の本 （沼南）

関連図書 2月

本館

永楽台分館

増尾分館

新富分館

藤心分館

沼南分館

こども図書館

・東日本大震災 （本館）

・歴史講演会 齋藤洋一（プリンストクガワ・戸定邸）

（本館）

・川柳の本（新富）

・春の本 （永楽台・こども）

・ひな祭りの本 （増尾）

・もうすぐ新学期（新富）

・お祝い事のマナー（新富）

・ようちえん・がっこう・おともだちの本 （新富）

・卒園，卒業，入園，入学の本（本館・藤心・こども）

・イースターの本 （藤心）

・入園グッズ，お弁当の本 (沼南）

関連図書 3月

本館

永楽台分館

増尾分館

新富分館

藤心分館

沼南分館

こども図書館

■特別展示（他団体主催）

名称 内容 開催日 場所

柏えほんの会 手作り絵本展
2月 16 日～

3月 2日
本館ロビー

柏子どもの本を読む会
「国際アンデルセン賞」受賞者の

作品

3月 9日～

3月 20 日
本館ロビー



■おはなし会

名称 内容 開催日 場所 参加者数

夏休みおはなし会
すばなし，ビッグブック，手遊び

等
7月 28 日 本館おはなし室 20 人

冬休みおはなし会
すばなし，ビッグブック，手遊び

等
12月 22日 本館おはなし室 17 人

※他に，以下の本館・分館で定期的におはなし会（絵本の読み聞かせ等）を開催

開催館 開催日
開催

回数

参加

者数
開催館 開催日

開催

回数

参加

者数

本館
毎週木曜日，

第３土曜日
61 回 377 人 新富分館 第１水曜日 10 回 165 人

豊四季台分館 毎週水曜日 47 回 681 人 高田分館
第３金曜日，

奇数月第２木曜日
19 回 92 人

田中分館 第３木曜日 12 回 223 人 根戸分館
第１金曜日，

第３土曜日
21 回 323 人

南部分館 第３火曜日 10 回 75 人 新田原分館 毎週土曜日 46 回 266 人

西原分館 第３金曜日 11 回 252 人 松葉分館 第２水曜日 11 回 95 人

布施分館 第３土曜日 11 回 97 人 藤心分館
第２金曜日，

奇数月第３金曜日
17 回 253 人

増尾分館 第３木曜日 12 回 76 人 高柳分館 第１火曜日 4回 28 人

光ケ丘分館 第２火曜日 10 回 145 人 こども図書館 毎日 339 回 10,894 人

２ ブックスタート関連事業

■ブックスタート参加者数等

実施月 受診者数
図書

受取者数

ボランティア

参加者数
実施月 受診者数

図書

受取者数

ボランティア

参加者数

4月 310 人 310 人 62人 10 月 288 人 288 人 64 人

5月 292 人 292 人 47人 11 月 270 人 270 人 43 人

6月 306 人 306 人 59人 12 月 291 人 290 人 52 人

7月 287 人 287 人 46人 1月 259 人 259 人 45 人

8月 269 人 269 人 59人 2月 292 人 292 人 50 人

9月 259 人 259 人 45人 3月 285 人 285 人 45 人

計 3,408 人 3,407 人 617 人

※受診者数…１歳６か月児健康診査の受診者数

■ブックリスト配布

名称 内容 開催回数 場所 参加者数

３歳児健康診

査時ブックリ

スト配布

ブックスタート事業（１歳 6か月児

健康診査時）のフォローアップ事業

として位置づけ，３歳児健康診査に

幼児向けブックリストを配布

毎月 4～5回，

年 52 回開催

ウェルネス柏

沼南保健センター
3,219 人



３ 課題解決支援事業

■子育て支援関係（こども図書館関連）

名称 内容 開催日 場所 参加者数等

こども図書館

講演会・開館 8

周年記念行事・

毎日おはなし会

等の開催

①読み聞かせボランティア

による毎日おはなし会・

音楽会等の開催

②こども図書館開館 8周年

記念行事(おはなし会）

③はたこうしろうさんおは

なし会＆ワークショップ

④二松学舎大学附属柏中学

校･高等学校吹奏楽部｢音

楽とおはなしの会｣

⑤プレママ･プレパパのた

めの読み聞かせ・わらべ

うた講座

⑥保健所健康講座「ジカ熱

を正しく知ろう！～蚊によ

る感染症の予防法～」

⑦保健所健康講座「お子さ

んのためのむし歯予防

術！！」

⑧文化課コンサート「よく

ばり鑑賞会アート＆ミュー

ジック」

①4月 1日

～3月 31 日

②7 月 31日･

8 月 7日

③11 月 12 日

④12 月 17 日

⑤12 月 17 日

⑥6 月 17日

⑦11 月 20 日

⑧3 月 18日

こども図書館

①10,894人

②208 人

③おはなし会 178 人

ワークショップ 58 人

④89 人

⑤13 人

⑥44 人

⑦61 人

⑧165 人

※こども図書館

年間来館者数等

・来館者 84,700 人

・行事参加者 11,710 人

・ボランティア参加者

916 人

・イベント開催数

349 回

図書館おはなし

会ボランティア

研修会・交流会

①分館読み聞かせボランテ

ィア意見交換会

②研修会「演じてみよう

おはなし小道具」

③こども図書館ボランティ

ア交流会

①11 月 4日

②2 月 28日

③3 月 29日

①本館

②本館

③沼南庁舎

①12 人

②19 人

③13 人

ユニバーサルデ

ザイン絵本コー

ナーの設置

視聴覚障がい児他も利用で

きるさわって遊ぶ絵本等の

提供

こども図書館

こども図書館

運営検討会の

開催

保健所，子育て支援課，児

童センター，保育運営課等

関連部署担当職員と図書館

職員間での事業報告及び連

携事業の意見交換

3月 17日 本館 関係部署職員 8人



■行政向け課題解決支援事業

名称 内容 開催日 場所 担当課

ゴミゼロ運動に参加しません

か

関連図書の展示・ブック

リストの提供

5 月 17 日～

5月 30 日
本館ロビー 環境サービス課

選挙関係
関連図書の展示・ブック

リストの提供

6 月 28 日～

7月 10 日
本館ロビー 選挙管理委員会

歴史企画展「柏歴史発信事業

～柏市制６０年のあゆみ」
写真展

6月 30 日～

8月 30 日
２階通路 文化課

こども司書ＰＯＰ展
こども司書が薦める本と

ＰＯＰの展示

7 月 16 日～

8月 1日
本館ロビー 指導課・図書館

市広報番組「これってナンダ

イ！？市立柏研Ｑ所」柏の子

どもたちの夢を叶えよう！２

０１６」

「図書館長になりた

い！」名戸ヶ谷小３年

飯塚咲希さんの好きな

「つくもようこ先生」の

展示

8 月 1 日～

8月 31 日

本館特設展

示台
広報広聴課

健康増進普及月間
関連図書の展示・ブック

リストの提供

9 月 1 日～

9月 14 日
本館ロビー 地域健康づくり課

地図（国際地図年） 関連図書の展示
10月 4日～

11月 19日
本館ロビー

市内四大学・図

書館

児童虐待防止推進月間 関連図書の展示
11月 20日～

11月 27日
本館ロビー こども福祉課

ビブリオバトルＰＯＰ展示
ビブリオバトル参加者が

薦める本とＰＯＰの展示

12 月 16日～

1月 20 日
本館ロビー 指導課・図書館

たかどのほうこ乳幼児読書講

演会関係展示
関連図書の展示

1月 17 日～

1月 28 日
本館ロビー

地域健康づくり

課・子育て支援

課・図書館

Ｊリーグホームタウン市との

交換企画展示

「第 22 回ちばぎんカップ

2017 キックオフ！」

ジェフユナイテッド市

原・千葉に関する資

料，市原市に関するパ

ンフレット，Ｊリー

グ，サッカーに関する

本の展示

2月 1日～

2月 12 日 本館ロビー 図書館

柏の水道に関する本の展示
関連図書の展示，水道部

作成のパネル展示

3 月 21 日～

3月 31 日
本館ロビー 水道部



４ 学校・大学との連携事業

■学校図書館支援事業

名称 内容 開催日 場所

柏市立図書館・学校図書

館連絡検討会

①図書館・学校図書館との連携事業につい

ての協議（委員 15 人出席）

②図書館・学校図書館との連携事業につい

ての報告・協議（委員 13 人出席）

①7月 22 日

②3 月 28日
本館第２会議室

市内高等学校図書館担当

者意見交換会

図書館・高等学校図書館との連携事業につ

いての協議（委員 15 人出席）
8月 5日 本館第２会議室

子ども司書会議

（子ども司書養成講座）

指導課と共催，市内小・中学生 289 人が参

加。

･図書館司書による図書館ツアー

･｢こんな図書館あったらいいな｣の発表他

7月～8月
本館第２会議室

他

■市内大学図書館市民開放支援事業

名称 内容 開催日 場所 参加者数

市内大学図書館

意見交換会

大学図書館市民開放のＰＲを目的と

した合同企画展及び関連講演会に関

する実施報告及び事業計画打合せ

6月 3日 本館第２会議室

四大学図書館

関係者･図書館

職員

計 9人

柏市立図書館・

柏市内大学図書

館合同企画展

各大学図書館等の秘蔵資料公開及び

関連講演会の開催

①開智国際大学「陸奥国中尊寺骨寺

村絵図の世界」

②麗澤大学「地図からみる廣池千九

郎」

③二松学舎大学「本で巡る歴史と伝

説」「横溝正史ミステリーと地図」

④東京大学「描いてみよう，自分だ

けの"知"図」

⑤柏市立図書館「図書館にある地

図，お見せします！！」

①10 月 3 日

～10 月 28 日

②10 月 17 日

～11 月 26 日

③10 月 17 日

～11 月 30 日

④10 月 21 日

～10 月 22 日

⑤10 月 4 日

～10 月 30 日

①開智国際大学図

書館展示台，図書

館企画展示コーナ

ー

②麗澤大学図書館

ロビー展示コーナ

ー

③二松学舎大学附

属柏図書館入口ホ

ール，法人資料室

④東京大学柏図書

館 1 階展示コーナ

ー，2階

⑤柏市立図書館本

館ロビー

①‐

②約 150 人

③約 780 人

約 80 人

④‐

⑤‐

柏市立図書館・

柏市内大学図書

館合同講演会

①開智国際大学「陸奥国中尊寺骨寺

村絵図の世界」「地図情報とビジネ

ス」

②麗澤大学「地図からみる廣池千九

郎」

③二松学舎大学「地図がはぐくむ想

像力－横溝正史と軽井沢－｣

④東京大学「世界地図氏における日

本列島（ギャラリー・トーク）」

「地図・ ORIGAMI ・宇宙（支援す･

トーク）」「地形図を楽しむミウラ

折り（ワークショップ）」

⑤柏市立図書館「昭和前期の手賀沼

～干拓・景観・オリンピック・都市

計画」

①10 月 22 日

②10 月 29 日

③11 月 11 日

④10 月 22 日

・ 23 日

⑤10 月 22 日

①開智国際大学図

書館こもれびホー

ル

②麗澤大学図書館

ＡＶホール

③二松学舎大学柏

校舎教室

④東京大学柏図書

館コンファレンス

ルーム，閲覧室

⑤本館第２会議室

①約 20 人

②35人

③67人

④-

⑤24人



市内四大学図書

館見学ツアー及

び知的書評合戦

(ビブリオバト

ル)

市民を対象とした

①市内四大学図書館見学バスツアー

②市内各大学生及び市民代表による

知的書評合戦(ビブリオバトル)

①11 月 26 日

②11 月 26 日

①東京大学柏図書

館，麗澤大学図書

館，二松学舎大学

附属柏図書館，開

智国際大学図書館

②開智国際大学大

学図書館こもれび

ホール

①19人

②47人

５ その他事業

■地域アーカイブ支援

名称 内容 開催日 場所

歴史企画展

①柏駅開設百二十年～柏駅

界わいを眺めて～

②「写真が語る柏の昭和今

昔展」「緑ヶ丘町会・さよ

うなら一本松写真展」

①市民団体「フォトアーカイブ柏」，文

化課と連携した柏市制 60 年の歴史写真展

②市民団体｢柏ＡＬＷＡＹＳ｣の協力を得

て市民から収集した柏の写真展

①6月 1日

～6月 30 日

②3月 1日

～3月 18 日

本館２階

通路

■プラネタリウム事業

図書館本館内にあるプラネタリウムの運営を，視聴覚教育の一環として，毎月，第二・第四土曜日とそ

れに続く日曜日の一般投影のほか，団体（学習）投影を随時実施しています。夜空に輝く季節の星空とそ

れにまつわる神話や天文情報も交えて楽しく解説しながら，約１時間のプログラムを投影しています。

【プラネタリウム利用状況（平成２８年度）】

区分 投影日数 投影回数 児童 学生 一般 利用者計

一般投影 46 日 116 回 574 人 171 人 1,206 人 1,951 人

団体投影 14 日 26 回 695 人 0 人 106 人 801 人

・プラネタリウム関連行事

名称 内容 開催日 場所 参加者数

プラネタリウム 40 周年
川柳募集「星と宇宙と地球と

生命」
4月～3 月

本館１階ロビー

プラネタリウム前
-

ART LINE KASHIWA 2016

『星空とともに☆』

展示：線と宇宙と空間と

～久保佳織のせかい

10 月 9日

～11月 3 日

本館階段脇

展示ケース
-

プラネタリウム投影と演奏

10 月 8日，

9 日,22 日，

23 日

プラネタリウム室 192 人

■郷土資料のデジタル化

内 容 点 数

柏市勢要覧 他45 点 45 点



■リサイクル本の有効活用

名 称 開催日 活用冊数

第１回ひまわりプラザまつり 5月 29日 3,204 冊

中央公民館フェスティバル 10 月 1日 2,400 冊

リサイクル本市 1月 21日 7,200 冊

他 随時 8,123 冊

６ 図書館利用サービスの充実

名 称 内 容 実施日 場 所 備 考

祝日開館
旧沼南地区のみで実施して

いた祝日開館を本館・全分館で実施

１９年４月から 本館・全分館

インターネット予約

システムの稼動

自宅等のパソコンから柏市のホームページ

を介して図書予約ができるシステムを導入

１次稼動

１９年９月から

２次稼動

２０年１月から

本館・全分館

図書館システムの見

直し

新システムに変更しホームページ，インタ

ーネット予約等の利便性向上を図る

２２年１１月～ 本館・全分館

本館増書対策等

①１階 CD 架

②２階雑誌架・新聞棚等の増設（収納冊数

約 15,000 冊増）

③2階参考資料室内の書架増設

２４年１月 本館

本館リニューアル

①エントランス正面入口の段差解消

②１階カウンターに登録・相談コーナー設

置

③児童室に出入口を新設

④１階ＬＥＤ化

⑤読書席増設

⑥サインの見直し（２８年度～）

２５年２月 本館

貸出延長サービス
インターネット，ＯＰＡＣ（館内用蔵書検

索機）で貸出延長手続きが可能となった。

２６年１０月 本館・全分館

本館読書席充実 ２階会議室の読書席一部開放 ２７年７月 本館

本館改修工事 外壁・防水改修工事の実施 ２８年１２月 本館

ティーンズコーナー

設置

こどものへや内に中高生世代を対象とした

ティーンズコーナーを設置

２８年１２月 本館



７ 図書館協議会開催状況

開催日 内 容

平成 28年 6月 29 日

・平成 28 年度の検討内容

・平成 28 年度柏市教育行政重点化方針

・平成 27 年度事業報告

・本館館内表示について

・ヤングアダルトサービスについて

・（仮）第三次柏市子ども読書活動推進計画について

平成 28年 10月 6日

・学校図書館支援及び調べ学習支援等先進図書館視察研修

（八千代市立中央図書館，八千代市市民ギャラリー，

袖ケ浦市立中央図書館，袖ケ浦市学校図書館支援センター）

平成 29年 1月 25 日 ・（仮）柏市子ども読書活動推進計画（第三次）について

平成 29年 3月 15日

・平成 28 年度主要事業報告

・本館の館内表示について

・ティーンズサービスについて

・柏市子ども読書活動推進計画（第二次）主要活動報告

・柏市子ども読書活動推進計画（第三次）の策定について

・平成 29 年度柏市教育行政重点化方針について



９ 目で見る統計

１ 蔵書統計

一般書及び児童書の推移（１０年間）

一 般 書

児 童 書



分類別蔵書構成比（平成２８年度）

蔵書の推移（１０年間）



２ 貸出冊数

一般書の貸出冊数推移（１０年間）

児童書の貸出冊数推移（１０年間）



３ 利用者数

利用者数の推移（１０年間）

（単位：人）

月別利用者数の推移（平成２８年度）

（単位：人）



 

  

 

 年齢別登録者数（平成２８年度） 

                           

年 齢 0～12 13～15 16～18 19～22 23～29 30～39 40～49 50～59 60～  計

登録者数 10,969 4,422 2,385 2,724 3,894 10,569 14,706 7,776 23,434 80,879

(単位：人)

(団体含まず)
 

 

 

 

 

 

 



１０ 統計表一覧

１ 蔵書冊数

平成２８年度 分類別蔵書冊数（単位：冊）





２ 図書貸出状況

平成２８年度 月別貸出冊数（単位：冊）





３ 平成２８年度 月別利用者状況

４ 平成２８年度 月別登録状況（個人）





５ 団体利用状況（平成２８年度）







６ 視聴覚資料利用状況（平成２８年度）

視聴覚資料所蔵点数

（単位：点）

ＣＤ テープ ＤＶＤ ビデオ 合計

4,579 474 936 260 6,249

視聴覚資料貸出状況

（単位：点）

ＣＤ テープ ＤＶＤ ビデオ 合計

18,889 563 5,425 179 25,056



７ 障がい者サービス

８ リサイクル図書

＊ この他に，「リサイクル本市」等で，約７，２００冊のリサイクル本を頒布。

９ コピー利用状況

件数（件） 枚数（枚）

２，９７１ ２２，３８９

利用者数（人） 冊 数 （冊）

３，６５０ ８，１２３



１０ ベストリーダー

(一般書)

(児童書)

順位 図 書 名 著 者 出 版 者 回 数 複本冊数

1 旅立ノ朝 書き下ろし長編時代小説 佐伯 泰英／著 双葉社 479 26

2 竹屋ノ渡 書き下ろし長編時代小説 佐伯 泰英／著 双葉社 473 27

3 火花 又吉 直樹／著 文藝春秋 470 32

4 村上海賊の娘 上巻 和田 竜／著 新潮社 467 28

5 虚ろな十字架 東野 圭吾／著 光文社 458 23

6 祈りの幕が下りる時 東野 圭吾／著 講談社 455 26

7 銀翼のイカロス 池井戸 潤／著 ダイヤモンド社 446 25

8 豆の上で眠る 湊 かなえ／著 新潮社 421 20

9 村上海賊の娘 下巻 和田 竜／著 新潮社 420 25

10 流 東山 彰良／著 講談社 408 25

11 夢幻花 東野 圭吾／著 ＰＨＰ研究所 406 25

12 人魚の眠る家 東野 圭吾／著 幻冬舎 403 23

13 リバース 湊 かなえ／著 講談社 399 20

14 終わった人 内館 牧子／著 講談社 398 20

15 山女日記 湊 かなえ／著 幻冬舎 396 21

16 荒神 宮部 みゆき／著 朝日新聞出版 384 22

16 サラバ！ 上 西 加奈子／著 小学館 384 22

18 悲嘆の門 上 宮部 みゆき／著 毎日新聞社 378 18

19 悲嘆の門 下 宮部 みゆき／著 毎日新聞社 374 18

20 教団Ｘ 中村 文則／著 集英社 373 20

順位 図 書 名 著 者 出 版 者 回 数 複本冊数

1 ねないこだれだ せな けいこ／さく・え 福音館書店 904 123

2 しろくまちゃんのほっとけーき わかやま けん／著 こぐま社 850 103

3 ぴょーん まつおか たつひで／作・絵 ポプラ社 828 133

4 だるまさんが かがくい ひろし／さく ブロンズ新社 807 76

5 だるまさんと かがくい ひろし／さく ブロンズ新社 796 60

6 だるまさんの かがくい ひろし／さく ブロンズ新社 761 68

7 そらまめくんのベッド なかや みわ／さく・え 福音館書店 749 70

8 がたんごとんがたんごとん 安西 水丸／さく 福音館書店 741 122

9 はらぺこあおむし エリック＝カール／作・絵 偕成社 719 82

10 わにわにのおふろ 小風 さち／ぶん 福音館書店 707 68

11 ぼくのくれよん 長 新太／おはなし・え 講談社 692 71

12 きんぎょが にげた 五味 太郎／作 福音館書店 683 94

13 うずらちゃんのかくれんぼ きもと ももこ／さく 福音館書店 675 100

14 ぐりとぐら 中川 李枝子／さく 福音館書店 663 87

15 たまごのあかちゃん かんざわ としこ／ぶん 福音館書店 643 90

16 うみの１００かいだてのいえ いわい としお／作 偕成社 638 37

17 おおきなかぶ ロシアの昔話 Ａ．トルストイ／再話 福音館書店 631 76

18 おばけのてんぷら せな けいこ／作・絵 ポプラ社 630 61

19 ノンタンのたんじょうび おおとも やすおみ／作 偕成社 627 55

20 わたしのワンピース にしまき かやこ／ え・ぶん こぐま社 618 66



１１ 予約受付件数・処理件数（平成２８年度）



１１ 本館・分館所蔵雑誌・新聞一覧（平成２９年度）
１ 雑誌
※誌名は，平成２９年７月１日現在，継続して受け入れを予定しているもの。

※誌名に『月刊』『週刊』が付く場合は誌名扱いとし，誌名の五十音順に配列。

※発行頻度欄の★は，寄贈により受入れているもの。

※表中（休刊）とあるものは，年度途中に休刊となったものであり，所蔵は継続している。











2 新聞

一般紙 専門紙

紙 名 所蔵館 紙 名 所蔵館

朝日新聞
本館，豊四季台，根戸，南部，

光ケ丘

日刊工業新聞 本館

日経産業新聞 本館

産経新聞 本館，高田，藤心 日経流通新聞 本館

東京新聞 本館，豊四季台，新富，増尾 週刊読書人 本館

日本経済新聞 本館，松葉，光ヶ丘，沼南 中小企業振興 本館

毎日新聞
本館，田中，高田，松葉，新富，

新田原，藤心

読売新聞
本館，西原，布施，永楽台，増尾，

沼南，高柳

地方紙 外国語紙

紙 名 所蔵館 紙 名 所蔵館

柏市民新聞 全館（こどもを除く）
Ｔｈｅ Ｊａｐａｎ

Ｔｉｍｅｓ
本館

千葉日報 本館，根戸，永楽台
Ｔｈｅ Ｊａｐａｎ

Ｎｅｗｓ
本館

東葛まいにち 本館

スポーツ紙 その他

紙 名 所蔵館 紙 名 所蔵館

スポーツニッポン 布施，高柳 官報 本館

日刊スポーツ 本館，西原，新田原

スポーツ報知 田中，南部 ※分館の購入新聞は，年度によって変更。

※分館は朝刊のみ購入。



３ 縮刷版､マイクロフィルム等各種資料所蔵状況

資 料 名 所 蔵

官報
昭和 39 年(欠あり),昭和 40 年～昭和 57 年(マイクロフィルム)

昭和 22 年 5 月～(データベース)

3 年間現物あり

千葉県報 2 年保存

朝日新聞
明治 35 年 5 月～

欠号：昭和 35 年５月，昭和 37 年 2月･10 月，昭和 40 年 3～6

月，昭和 44 年 8 月

毎日新聞
昭和 48 年 3 月～

欠号：昭和 60 年 9月～12 月

読売新聞 昭和 37 年 10 ･ 11 月，昭和 38 年６月，昭和 48 年 3 月～

日本経済新聞 昭和 48 年 3 月～ 欠号：平成 9 年 4 月

千葉日報
昭和 51年 7 月，昭和 52 年 4月～平成 16年 3 月

平成 16年 4 月～(CD-ROM)

朝日新聞(全国版)
昭和 35 年 5 月，昭和 37 年 2 月，昭和 40 年 3～6 月，昭和 44 年 8

月(マイクロフィルム)

毎日新聞(全国版) 昭和 60 年 9 月～12 月(マイクロフィルム)

朝日新聞(千葉版) 昭和 28 年～平成 22 年 4月(マイクロフィルム)

毎日新聞(千葉版)
昭和 2 年～平成 23 年 4 月(マイクロフィルム)

平成 24 年～25 年(DVD-ROM)

読売新聞(千葉版)
昭和 41 年～平成 22 年 12 月(マイクロフイルム)

平成 24 年～25 年(DVD-ROM)

柏市民新聞

昭和 31 年～平成 13 年（マイクロフィルム）

昭和 31 年～63 年（現物 閲覧不可）平成 14 年･15 年欠号

平成 16 年～（現物）欠号（昭和 63 年４月～平成 3年 3 月まで休

刊）

電話帳 全国版（欠号あり） 最新版のみ

柏市 1959(昭和 34)年～(欠あり)

松戸市 1980(昭和 55)年～(欠あり）

流山市 1973(昭和 48)年～(欠あり)

我孫子市 1973(昭和 48)年～(欠あり)

野田市 1981(昭和 56)年～(欠あり)

白井市 2004(平成 16)年～(欠あり)

鎌ケ谷市 1985(昭和 60)年，2004(平成 16)年～(欠あり)

印西市 2005(平成 17)年～(欠あり)

沼南町
1980(昭和 55)年～2003(平成 15)年(欠あり)，2007(平成 19)年か

ら，合併により柏市版に収録

住
宅
地
図

（
柏
市
及
び
隣
接
市
の
住
宅
地
図
を
所
蔵
）

新
聞
縮
刷
版



４ 永年保存雑誌所蔵状況

雑 誌 名 所 蔵

「あうる」（旧誌名：図書

館の学校）

【合冊製本】

2000 年 1 月(通巻１号)～2004 年 12 月(通巻 60号)

欠号あり

2005 年 1 月(通巻 61号)～2011 年 2 月(通巻 99号)

欠号あり

朝日ジャーナル
【合冊製本】

1959年 3.15(1巻１号通巻１号)～1992年 5.29(34巻 22号

通巻 1750 号)欠号あり

医道の日本
【合冊製本】

1983 年 7 月(通巻 467 号)～1998 年 8 月(通巻 650 号)

学校図書館

【合冊製本】

1988年 5月(通巻451号)～2006年 12月(通巻674号)欠号

あり

2007 年 1 月(通巻 675 号)～継続

葛飾文藝 2002 年 7.10(54 号)～継続 欠号あり

かりん 2010 年 1 月(33 巻１号通巻 381 号)～継続

暮しの手帖

【合冊製本】

・一世紀

1949年 10月(通巻5号)～1969年 4月(通巻100号)欠号

あり

・二世紀

1969 年 7 月(通巻１号)～1986 年 2 月(通巻 100 号)

・三世紀

1986 年 3･4 月(通巻１号)～2002 年 11 月(通巻 100 号)

・四世紀

2002 年 12 月(通巻１号)～2005 年 1 月(通巻 13 号)

2005 年 2 月(通巻 14号)～継続 欠号あり

群像 1961 年 6 月(16 巻６号)～継続 欠号あり

現代の図書館

【合冊製本】

1970 年 1 月(8 巻１号)～2004 年 12 月(42 巻 4 号)

2005 年 3 月(43 巻１号)～継続

鴻 2010 年 9 月(5 巻 9 号通巻 51 号)～継続 欠号あり

江南文学

【合冊製本】

1973 年 6 月(創刊号)～2007 年 12 月(通巻 55 号)欠号あり

2008 年 6 月（通巻 56 号）～継続 欠号あり

国文学 解釈と鑑賞
1979 年 7 月(44 巻 8号通巻 569 号)～2011 年 10 月(76 巻

10 号通巻 965 号)欠号あり

国立国会図書館月報 1979 年 1.20(通巻 214 号)～継続 欠号あり

子どもと読書

【合冊製本】

1988年 5月(18巻５号通巻 201号)～2005年(通巻 354号)

2006 年 1 月(通巻 355 号)～継続

こどもとしょかん 2001 年春(通巻 89 号)～継続

子どもの本棚

【合冊製本】

1971年 1号～2006 年 12月(35 巻 12 号通巻 458号)欠号あ

り

2007 年 1 月(36 巻 1号通巻 459 号)～継続



雑 誌 名 所 蔵

子どもと昔話

【合冊製本】

2000 年 4月(通巻 3号)～2005 年(通巻 25 号) 欠号あり

2006 年 1月（通巻 26 号）～継続

子どもの館
1974年 4月(2巻４号通巻11号)～1983年 3月(11巻 3号通

巻 118 号)

月刊社会教育

【合冊製本】

1974年 4月(18巻４号通巻197号)～2006年 12月(通巻 614

号)欠号あり

2009 年 1月(通巻 639 号)～継続 欠号あり

ジュリスト

【合冊製本】

1953 年 6.1(通巻 35 号)～1966 年 12 月 15 目(通巻 360 号)

欠号あり

1967 年１月(通巻 361 号)～継続 欠号あり

週刊金曜日

【合冊製本】

1993 年 11.5(通巻１号)～1997 年 12 月 19 目(通巻 204 号)

欠号あり

2006 年 3.3(通巻 596 号)～継続 欠号あり

新潮 1977 年 4月(74 巻 4 号通巻 866 号)～継続 欠号あり

ずいひつ流星 2006 年 1月～継続 欠号あり

太陽の舟 2010 年 1月(32 巻 1 号)～継続 欠号あり

タラの木 1994 年 6月(2 号)～継続 欠号あり

地方自治

【合冊製本】

1983 年 8月（通巻 429 号）～2011 年 12 月（通巻 769 号）

欠号あり

2012 年 1月(通巻 770 号)～継続 欠号あり

図書館雑誌

復刻版

1907年10.17(通巻1号)～1944年8.15(通巻294号) 【合

冊製本】

1965 年１月(59 巻 1号通巻 59号)～2006 年 12月(100 巻 12

号通巻 997 号)

2007 年 1月(101 巻１号通巻 998 号)～継続

日本児童文学 1971 年 8(17 巻 8号通巻 178 号)～継続 欠号あり

野田文学 2002 年(3 号)～継続 欠号あり

判例時報 1977 年 7.21(通巻 852 号)～継続 欠号あり

法学教室 1980 年 10(通巻１号)～継続 欠号あり

ぽらん

【合冊製本】

1983 年(通巻１号)～2009 年(通巻 54号)欠号あり

2010 年(通巻 55号)

みんなの図書館

【合冊製本】

1978 年 12 月(通巻 17 号)～2004 年 12 月(通巻 332 号)欠号

あり

2005 年 1月(通巻 333 号)～継続

れいろう 2011 年 1月(通巻 648 号)～継続 欠号あり

歴史読本 1973 年 4月(18 巻 4 号)～2015 年秋(60 巻 6号)欠号あり



１２ 法規関係

１ 図書館法

昭和２５年４月３０日

法律第１１８号

最終改正 平成２３年１２月１４日

法律第１２２号

第１章 総則

（この法律の目的）

第1条 この法律は，社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）の精神に基き，図書館の設置及び運営に

関して必要な事項を定め，その健全な発達を図り，もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目

的とする。

（定義）

第２条 この法律において「図書館」とは，図書，記録その他必要な資料を収集し，整理し，保存して，

一般公衆の利用に供し，その教養，調査研究，レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で，

地方公共団体，日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図

書館又は図書室を除く。)をいう。

２ 前項の図書館のうち，地方公共団体の設置する図書館を公立図書館といい，日本赤十字社又は一般社

団法人若しくは一般財団法人の設置する図書館を私立図書館という。

（図書館奉仕）

第３条 図書館は，図書館奉仕のため，土地の事情及び一般公衆の希望に沿い，更に学校教育を援助し，

及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し，おおむね次に掲げる事項の実施に努めなければ

ならない。

一 郷土資料，地方行政資料，美術品，レコード及びフィルムの収集にも十分留意して，図書，記録，視

聴覚教育の資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によつては認識

することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「図書館資料」という。)を収集し，一

般公衆の利用に供すること。

二 図書館資料の分類排列を適切にし，及びその目録を整備すること。

三 図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち，その利用のための相談に応ずるようにするこ

と。

四 他の図書館，国立国会図書館，地方公共団体の議会に附置する図書室及び学校に附属する図書館又は

図書室と緊密に連絡し，協力し，図書館資料の相互貸借を行うこと。

五 分館，閲覧所，配本所等を設置し，及び自動車文庫，貸出文庫の巡回を行うこと。

六 読書会，研究会，鑑賞会，映写会，資料展示会等を主催し，及びこれらの開催を奨励すること。

七 時事に関する情報及び参考資料を紹介し，及び提供すること。

八 社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機

会を提供し，及びその提供を奨励すること。

九 学校，博物館，公民館，研究所等と緊密に連絡し，協力すること。



（司書及び司書補）

第４条 図書館に置かれる専門的職員を司書及び司書補と称する。

２ 司書は，図書館の専門的事務に従事する。

３ 司書補は，司書の職務を助ける。

（司書及び司書補の資格）

第５条 次の各号のいずれかに該当する者は，司書となる資格を有する。

一 大学を卒業した者で大学において文部科学省令で定める図書館に関する科目を履修したもの

二 大学又は高等専門学校を卒業した者で次条の規定による司書の講習を修了したもの

三 次に掲げる職にあつた期間が通算して３年以上になる者で次条の規定による司書の講習を修了した

もの

イ 司書補の職

ロ 国立国会図書館又は大学若しくは高等専門学校の附属図書館における職で司書補の職に相当す

るもの

ハ ロに掲げるもののほか，官公署，学校又は社会教育施設における職で社会教育主事，学芸員そ

の他の司書補の職と同等以上の職として文部科学大臣が指定するもの

２ 次の各号のいずれかに該当する者は，司書補となる資格を有する。

一 司書の資格を有する者

二 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第９０条第１項の規定により大学に入学することのできる

者で次条の規定による司書補の講習を修了したもの

（司書及び司書補の講習）

第６条 司書及び司書補の講習は，大学が，文部科学大臣の委嘱を受けて行う。

２ 司書及び司書補の講習に関し，履修すべき科目，単位その他必要な事項は，文部科学省令で定める。

ただし，その履修すべき単位数は，１５単位を下ることができない。

（司書及び司書補の研修）

第７条 文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は，司書及び司書補に対し，その資質の向上のために必要

な研修を行うよう努めるものとする。

（設置及び運営上望ましい基準）

第７条の２ 文部科学大臣は，図書館の健全な発達を図るために，図書館の設置及び運営上望ましい基準を

定め，これを公表するものとする。

（運営の状況に関する評価等）

第７条の３ 図書館は，当該図書館の運営の状況について評価を行うとともに，その結果に基づき図書館の

運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

（運営の状況に関する情報の提供）

第７条の４ 図書館は，当該図書館の図書館奉仕に関する地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに，

これらの者との連携及び協力の推進に資するため，当該図書館の運営の状況に関する情報を積極的に提供

するよう努めなければならない。

（協力の依頼）

第８条 都道府県の教育委員会は，当該都道府県内の図書館奉仕を促進するために，市（特別区を含む。以

下同じ。）町村の教育委員会に対し，総合目録の作製，貸出文庫の巡回，図書館資料の相互貸借等に関して



協力を求めることができる。

（公の出版物の収集）

第９条 政府は，都道府県の設置する図書館に対し，官報その他一般公衆に対する広報の用に供せられる独

立行政法人国立印刷局の刊行物を二部提供するものとする。

２ 国及び地方公共団体の機関は，公立図書館の求めに応じ，これに対して，それぞれの発行する刊行物その他

の資料を無償で提供することができる。

第２章 公立図書館

（設置）

第１０条 公立図書館の設置に関する事項は，当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければな

らない。

第１１条及び第１２条 削除

（職員）

第１３条 公立図書館に館長並びに当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会が必要と認める専門

的職員，事務職員及び技術職員を置く。

２ 館長は，館務を掌理し，所属職員を監督して，図書館奉仕の機能の達成に努めなければならない。

（図書館協議会）

第１４条 公立図書館に図書館協議会を置くことができる。

２ 図書館協議会は，図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに，図書館の行う図書館奉仕につき，

館長に対して意見を述べる機関とする。

第１５条 図書館協議会の委員は，当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会が任命する。

第１６条 図書館協議会の設置，その委員の任命の基準，定数及び任期その他図書館協議会に関し必要な事

項については，当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。この場合において，

おいて，委員の任命の基準については，文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。

（入館料等）

第１７条 公立図書館は，入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。

第１８条及び第１９条 削除

（図書館の補助）

第２０条 国は，図書館を設置する地方公共団体に対し，予算の範囲内において，図書館の施設，設備に要

する経費その他必要な経費の一部を補助することができる。

２ 前項の補助金の交付に関し必要な事項は，政令で定める。

第２１条及び第２２条 削除

第２３条 国は，第２０条の規定による補助金の交付をした場合において，左の各号の1に該当するときは，

当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに，既に交付した当該年度の補助金を返還させな

ければならない。

一 図書館がこの法律の規定に違反したとき。

二 地方公共団体が補助金の交付の条件に違反したとき。

三 地方公共団体が虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。



第３章 私立図書館

第２４条 削除

（都道府県の教育委員会との関係）

第２５条 都道府県の教育委員会は，私立図書館に対し，指導資料の作製及び調査研究のために必要な報告を求める

ことができる。

２ 都道府県の教育委員会は，私立図書館に対し，その求めに応じて，私立図書館の設置及び運営に関して，専門的，

技術的の指導又は助言を与えることができる。

（国及び地方公共団体との関係）

第２６条 国及び地方公共団体は，私立図書館の事業に干渉を加え，又は図書館を設置する法人に対し，補助金を交

付してはならない。

第２７条 国及び地方公共団体は，私立図書館に対し，その求めに応じて，必要な物資の確保につき，援助を与える

ことができる。

（入館料等）

第２８条 私立図書館は，入館料その他図書館資料の利用に対する対価を徴収することができる。

（図書館同種施設）

第２９条 図書館と同種の施設は，何人もこれを設置することができる。

２ 第２５条第２項の規定は，前項の施設について準用する。

附則（略）



２ 図書館法施行令

昭和３４年４月３０日

政令第１５８号

内閣は，図書館法（昭和２５年法律第１１８号）第２０条第２項の規定に基き図書館法施行令（昭

和２５年政令第２９３号）の全部を改正するこの政令を制定する。

図書館法第２０条第１項に規定する図書館の施設，設備に要する経費の範囲は，次に掲げるものとす

る。

一 施設費 施設の建築に要する本工事費附帯工事費及び事務費

二 設備費 図書館に備え付ける図書館資料及びその利用のための器材器具の購入に要する経費

附則（略）



３ 図書館法施行規則

昭和２５年９月６日

文部省令第２７号

最終改正：平成２３年１２月１日

文部科学省令第４３号

図書館法（昭和２５年法律第１１８号）第６条第２項，第１９条及び附則第１０項の規定に基き，図書館

法施行規則を次のように定める。

第１章 図書館に関する科目

第１条 図書館法（昭和２５年法律１１８号。以下「法」という。）第５条第１項第１号に規定する図書館

に関する科目は，次の表に掲げるものとし，司書となる資格を得ようとする者は，甲群に掲げるすべての

科目及び乙群に掲げる科目のうち 2以上の科目について，それぞれ単位数の欄に掲げる単位を修得しなけ

ればならない。

２ 前項の規定により修得すべき科目の単位のうち，すでに大学において修得した科目の単位は，これをも

つて，前項の規定により修得すべき科目の単位に替えることができる。

第２章 司書及び司書補の講習

（趣旨）

第２条 法第６条に規定する司書及び司書補の講習については，この章の定めるところによる。

（司書の講習の受講資格者）

第３条 司書の講習を受けることができる者は，次の各号のいずれかに該当するものとする。

１ 大学に２年以上在学して，６２単位以上を修得した者又は高等専門学校若しくは法附則第１０項の規定

により大学に含まれる学校を卒業したもの

２ 法第５条第１項第３号イからハまでに掲げる職にあつた期間が通算して２年以上になる者

群 科目 単位数 群 科目 単位数

甲群 生涯学習概論 2 乙群 図書館基礎特論 1

〃 図書館概論 2 〃 図書館サービス特論 1

〃 図書館制度・経営論 2 〃 図書館情報資源特論 1

〃 図書館情報技術論 2 〃 図書・図書館史 1

〃 図書館サービス概論 2 〃 図書館施設論 1

〃 情報サービス論 2 〃 図書館総合演習 1

〃 児童サービス論 2 〃 図書館実習 1

〃 情報サービス演習 2

〃 図書館情報資源概論 2

〃 情報資源組織論 2

〃 情報資源組織演習 2



３ 法附則第８項の規定に該当する者

４ その他文部科学大臣が前３号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者

（司書補の講習の受講資格者）

第４条 司書補の講習を受けることができる者は，学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第９０条第

１項の規定により大学に入学することのできる者（法附則第１０項の規定により大学に入学すること

のできる者に含まれる者を含む。）とする。

（司書の講習の科目の単位）

第５条 司書の講習において司書となる資格を得ようとする者は，次の表の甲群に掲げるすべての科目

及び乙群に掲げる科目のうち２以上の科目について，それぞれ単位数の欄に掲げる単位を修得しなけ

ればならない。

２ 司書の講習を受ける者がすでに大学（法附則第１０項の規定により大学に含まれる学校を含む。）

において修得した科目の単位であつて，前項の科目の単位に相当するものとして文部科学大臣が認め

たものは，これをもつて前項の規定により修得した科目の単位とみなす。

３ 司書の講習を受ける者がすでに文部科学大臣が別に定める学修で第１項に規定する科目の履修に相

当するものを修了していると文部科学大臣が認めた場合には，当該学修をもつてこれに相当する科目

の単位を修得したものとみなす。

（司書補の講習の科目の単位）

第６条 司書補の講習において司書補となる資格を得ようとする者は，次の表に掲げるすべての科目に

ついて，それぞれ単位数の欄に掲げる単位を修得しなければならない。

群 科 目 単位数 群 科 目 単位数

甲群 生涯学習論 ２ 乙群 図書館基礎特論 １

〃 図書館概論 ２ 〃 図書館サービス特論 １

〃 図書館制度・経営論 ２ 〃 図書館情報資源特論 １

〃 図書館情報技術論 ２ 〃 図書・図書館史 １

〃 図書館サービス概論 ２ 〃 図書館施設論 １

〃 情報サービス論 ２ 〃 図書館総合演習 １

〃 児童サービス論 ２ 〃 図書館実習 １

〃 情報サービス演習 ２

〃 図書館情報資源概論 ２

〃 情報資源組織論 ２

〃 情報資源組織演習 ２

科目 単位数 科目 単位数

生涯学習概論 １ 図書館の資料 ２

図書館の基礎 ２ 資料の整理 ２

図書館サービスの基礎 ２ 資料の整理演習 １

レファレンスサービス １ 児童サービスの基礎 １

レファレンス資料の解題 １ 図書館特講 １

情報検索サービス １



２ 司書補の講習を受ける者がすでに大学（法附則第１０項の規定により大学に含まれる学校を含む。）にお

いて修得した科目の単位であつて，前項の科目の単位に相当するものとして文部科学大臣が認めたものは，

これをもつて前項の規定により修得した科目の単位とみなす。

３ 司書補の講習を受ける者がすでに文部科学大臣が別に定める学修で第１項に規定する科目の履修に相当

するものを修了していると文部科学大臣が認めた場合には，当該学修をもつてこれに相当する科目の単位

を修得したものとみなす。

（単位の計算方法）

第７条 講習における単位の計算方法は，大学設置基準（昭和３１年文部省令第２８号）第２１条第２項各

号及び大学通信教育設置基準（昭和５６年文部省令第３３号）第５条第１項第３号に定める基準によるも

のとする。

（単位修得の認定）

第８条 単位習得の認定は，講習を行う大学が，試験，論文，報告書その他による成績審査に合格した受講

者に対して行う。

（修了証書の授与）

第９条 講習を行う大学の長は，第５条又は第６条の規定により，司書の講習又は司書補の講習について，

所定の単位を修得した者に対して，それぞれの修了証書を与えるものとする。

２ 講習を行う大学の長は，前項の規定により修了証書を与えたときは，修了者の氏名等を文部科学大臣に

報告しなければならない。

（講習の委嘱）

第１０条 法第５条第１項第１号の規定により文部科学大臣が大学に講習を委嘱する場合には，その職員組

織，施設及び設備の状況等を勘案し，講習を委嘱するのに適当と認められるものについて，講習の科目，

期間その他必要な事項を指定して行うものとする。

（実施細目）

第１１条 受講者の人数，選定の方法，講習を行う大学，講習の期間その他講習実施の細目については，毎

年官報で公告する。ただし，特別の事情がある場合には，適宜な方法によつて公示するものとする。

第３章 図書館協議会の委員の任命の基準を条例で定めるに当たつて参酌すべき基準

第１２条 法第１６条の文部科学省令で定める基準は，学校教育及び社会教育の関係者，家庭教育の向上に

資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命することとする。

第４章 準ずる学校

（大学に準ずる学校）

第１３条 法附則第１０項の規定による大学に準ずる学校は，次の各号に掲げるものとする。

１ 大正７年旧文部省令第３号第２条第２号により指定した学校

２ その他文部科学大臣が大学と同等以上と認めた学校

（高等学校に準ずる学校）

第１４条 法附則第１０項の規定による中等学校，高等学校尋常科又は青年学校本科に準ずる学校は，次の

各号に掲げるものとする。



１ 旧専門学校入学者検定規定（大正１２年文部省令第２２号）第１１条の規定により指定した学校

２ 大正７年旧文部省令第３号第１条第５号により指定した学校

３ その他文部科学大臣が高等学校と同等以上と認めた学校

附則（略）



４ 子どもの読書活動の推進に関する法律

公布 平成１３年１２月１２日

法律第１５４号

（目的）

第１条 この法律は，子どもの読書活動の推進に関し，基本理念を定め，並びに国及び地方公共団体の責務

等を明らかにするとともに，子どもの読書活動の推進に関する必要な事項を定めることにより，子どもの

読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し，もって子どもの健やかな成長に資することを

目的とする。

（基本理念）

第 2条 子ども（おおむね１８歳以下の者をいう。以下同じ。）の読書活動は，子どもが，言葉を学び，感

性を磨き，表現力を高め，創造力を豊かなものにし，人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠く

ことのできないものであることにかんがみ，すべての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において自主

的に読書活動を行うことができるよう，積極的にそのための環境の整備が推進されなければならない。

（国の責務）

第３条 国は，前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり，子どもの読書活動の推進に関す

る施策を総合的に策定し，及び実施する責務を有する。

（地方公共団体の責務）

第４条 地方公共団体は，基本理念にのっとり，国との連携を図りつつ，その地域の実情を踏まえ，子ども

の読書活動の推進に関する施策を策定し，及び実施する責務を有する。

（事業者の努力）

第５条 事業者は，その事業活動を行うに当たっては，基本理念にのっとり，子どもの読書活動が推進され

るよう，子どもの健やかな成長に資する書籍等の提供に努めるものとする。

（保護者の役割）

第６条 父母その他の保護者は，子どもの読書活動の機会の充実及び読書活動の習慣化に積極的な役割を果

たすものとする。

（関係機関等との連携強化）

第７条 国及び地方公共団体は，子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実施されるよう，学校，図

書館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。

（子ども読書活動推進基本計画）

第８条 政府は，子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため，子どもの読

書活動の推進に関する基本的な計画（以下「子ども読書活動推進基本計画」という。）を策定しなければな

らない。

２ 政府は，子ども読書活動推進基本計画を策定したときは，遅滞なく，これを国会に報告するとともに，

公表しなければならない。

３ 前項の規定は，子ども読書活動推進基本計画の変更について準用する。



（都道府県子ども読書活動推進計画等）

第９条 都道府県は，子ども読書活動推進基本計画を基本とするとともに，当該都道府県における子どもの

読書活動の推進の状況等を踏まえ，当該都道府県における子どもの読書活動の推進に関する施策について

の計画（以下「都道府県子ども読書活動推進計画」という。）を策定するよう努めなければならない。

２ 市町村は，子ども読書活動推進基本計画（都道府県子ども読書活動推進計画が策定されているときは，

子ども読書活動推進基本計画及び都道府県子ども読書活動推進計画）を基本とするとともに，当該市町村

における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ，当該市町村における子どもの読書活動の推進に関す

る施策についての計画（以下「市町村子ども読書活動推進計画」という。）を策定するよう努めなければな

らない。

３ 都道府県又は市町村は，都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計画を策定し

たときは，これを公表しなければならない。

４ 前項の規定は，都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計画の変更について準

用する。

（子ども読書の日）

第１０条 国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに，子どもが積極的に読

書活動を行う意欲を高めるため，子ども読書の日を設ける。

２ 子ども読書の日は，４月２３日とする。

３ 国及び地方公共団体は，子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。

（財政上の措置等）

第１１条 国及び地方公共団体は，子どもの読書活動の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措

置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

附則（略）



５ 文字・活字文化振興法

平成１７年７月２９日

法律第９１号

（目的）

第１条 この法律は，文字・活字文化が，人類が長い歴史の中で蓄積してきた知識及び知恵の継承及び向上，

豊かな人間性の涵養並びに健全な民主主義の発達に欠くことのできないものであることにかんがみ，文字・

活字文化の振興に関する基本理念を定め，並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに，文

字・活字文化の振興に関する必要な事項を定めることにより，我が国における文字・活字文化の振興に関

する施策の総合的な推進を図り，もって知的で心豊かな国民生活及び活力ある社会の実現に寄与すること

を目的とする。

（定義）

第２条 この法律において「文字・活字文化」とは，活字その他の文字を用いて表現されたもの（以下この

条において「文章」という。）を読み，及び書くことを中心として行われる精神的な活動，出版活動その他

の文章を人に提供するための活動並びに出版物その他のこれらの活動の文化的所産をいう。

（基本理念）

第３条 文字・活字文化の振興に関する施策の推進は，すべての国民が，その自主性を尊重されつつ，生涯

にわたり，地域，学校，家庭その他の様々な場において，居住する地域，身体的な条件その他の要因にか

かわらず，等しく豊かな文字・活字文化の恵沢を享受できる環境を整備することを旨として，行われなけ

ればならない。

２ 文字・活字文化の振興に当たっては，国語が日本文化の基盤であることに十分配慮されなければならな

い。

３ 学校教育においては，すべての国民が文字・活字文化の恵沢を享受することができるようにするため，

その教育の課程の全体を通じて，読む力及び書く力並びにこれらの力を基礎とする言語に関する能力（以

下「言語力」という。）の涵養に十分配慮されなければならない。

（国の責務）

第４条 国は，前条の基本理念（次条において「基本理念」という。）にのっとり，文字・活字文化の振興に

関する施策を総合的に策定し，及び実施する責務を有する。

（地方公共団体の責務）

第５条 地方公共団体は，基本理念にのっとり，国との連携を図りつつ，その地域の実情を踏まえ，文字・

活字文化の振興に関する施策を策定し，及び実施する責務を有する。

（関係機関等との連携強化）

第６条 国及び地方公共団体は，文字・活字文化の振興に関する施策が円滑に実施されるよう，図書館，教

育機関その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。

（地域における文字・活字文化の振興）

第７条 市町村は，図書館奉仕に対する住民の需要に適切に対応できるようにするため，必要な数の公立図

書館を設置し，及び適切に配置するよう努めるものとする。

２ 国及び地方公共団体は，公立図書館が住民に対して適切な図書館奉仕を提供することができるよう，司

書の充実等の人的体制の整備，図書館資料の充実，情報化の推進等の物的条件の整備その他の公立図書館

の運営の改善及び向上のために必要な施策を講ずるものとする。



３ 国及び地方公共団体は，大学その他の教育機関が行う図書館の一般公衆への開放，文字・活字文化に係

る公開講座の開設その他の地域における文字・活字文化の振興に貢献する活動を促進するため，必要な施

策を講ずるよう努めるものとする。

４ 前３項に定めるもののほか，国及び地方公共団体は，地域における文字・活字文化の振興を図るため，

文字・活字文化の振興に資する活動を行う民間団体の支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

（学校教育における言語力の涵養）

第８条 国及び地方公共団体は，学校教育において言語力の涵養が十分に図られるよう，効果的な手法の普

及その他の教育方法の改善のために必要な施策を講ずるとともに，教育職員の養成及び研修の内容の充実

その他のその資質の向上のために必要な施策を講ずるものとする。

２ 国及び地方公共団体は，学校教育における言語力の涵養に資する環境の整備充実を図るため，司書教諭

及び学校図書館に関する業務を担当するその他の職員の充実等の人的体制の整備，学校図書館の図書館資

料の充実及び情報化の推進等の物的条件の整備等に関し必要な施策を講ずるものとする。

（文字・活字文化の国際交流）

第９条 国は，できる限り多様な国の文字・活字文化が国民に提供されるようにするとともに我が国の文字・

活字文化の海外への発信を促進するため，我が国においてその文化が広く知られていない外国の出版物の

日本語への翻訳の支援，日本語の出版物の外国語への翻訳の支援その他の文字・活字文化の国際交流を促

進するために必要な施策を講ずるものとする。

（学術的出版物の普及）

第１０条 国は，学術的出版物の普及が一般に困難であることにかんがみ，学術研究の成果についての出版

の支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

（文字・活字文化の日）

第１１条 国民の間に広く文字・活字文化についての関心と理解を深めるようにするため，文字・活字文化

の日を設ける。

２ 文字・活字文化の日は，１０月２７日とする。

３ 国及び地方公共団体は，文字・活字文化の日には，その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努める

ものとする。

（財政上の措置等）

第１２条 国及び地方公共団体は，文字・活字文化の振興に関する施策を実施するため必要な財政上の措置

その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

附則（略）



６ 図書館の自由に関する宣言

日本図書館協会

１９５４年 採択

１９７９年 改訂

図書館は，基本的人権のひとつとして知る自由をもつ国民に，資料と施設を提供することを，もっとも

重要な任務とする。

この任務を果たすため，図書館は次のことを確認し実践する。

第１ 図書館は資料収集の自由を有する。

第2 図書館は資料提供の自由を有する。

第3 図書館は利用者の秘密を守る。

第4 図書館はすべての検閲に反対する。

図書館の自由が侵されるとき，われわれは団結して，あくまで自由を守る

（１９７９年５月３０日 総会決議）



７ 図書館員の倫理綱領

日本図書館協会

１９８０年 採択

この倫理綱領は，「図書館の自由に関する宣言」によって示された図書館の社会的責任を自覚し，自ら

の職責を遂行していくための図書館員としての自律的規範である。

（図書館員の基本的態度）

第１ 図書館員は，社会の期待と利用者の要求を基本的なよりどころとして職務を遂行する。

（利用者に対する責任）

第２ 図書館員は利用者を差別しない。

第３ 図書館員は利用者の秘密を漏らさない。

（資料に関する責任）

第４ 図書館員は図書館の自由を守り，資料の収集，保存および提供につとめる。

第５ 図書館員は常に資料を知ることにつとめる。

（研修につとめる責任）

第６ 図書館員は個人的，集団的に，不断の研修につとめる。

（組織体の一員として）

第７ 図書館員は，自館の運営方針や奉仕計画の策定に積極的に参画する。

第８ 図書館員は，相互の協力を密にして，集団としての専門的能力の向上につとめる。

第９ 図書館員は，図書館奉仕のため適正な労働条件の確保につとめる。

（図書館間の協力）

第１０ 図書館員は図書館間の理解と協力につとめる。

（文化の創造への寄与）

第１１ 図書館員は住民や他団体とも協力して，社会の文化環境の醸成につとめる。

第１２ 図書館員は，読者の立場に立って出版文化の発展に寄与するようつとめる。

（１９８０年６月４日 総会決議）



８ 柏市立図書館条例

昭和２９年９月１６日

条例第１２号

（設置）

第１条 図書館法（昭和２５年法律第１１８号）第１０条の規定により，図書館を設置する。

（名称及び位置）

第２条 図書館の名称及び位置は，次のとおりとする。

２ 図書館に次の分館を置く。

（職員）

第３条 図書館に館長，司書，司書補その他必要な職員を置く。

（図書館協議会）

第４条 図書館法第１４条第１項の規定により，図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

２ 協議会の委員の定数は１５人以内とし，協議会の委員の任命の基準は次に掲げる者の中から任命するこ

ととする。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

名 称 位 置

柏市立図書館 柏市柏五丁目8番12号

名 称 位 置

柏市立図書館 豊四季台分館 柏市豊四季台一丁目1番111号

柏市立図書館 田 中 分 館 柏市大室249番地の1

柏市立図書館 西 原 分 館 柏市西原三丁目2番48号

柏市立図書館 南 部 分 館 柏市新逆井二丁目5番13号

柏市立図書館 布 施 分 館 柏市布施1196番地の5

柏市立図書館 永楽台分館 柏市永楽台二丁目11番25号

柏市立図書館 増 尾 分 館 柏市増尾三丁目1番1号

柏市立図書館 光ケ丘分館 柏市光ケ丘団地200番 5号

柏市立図書館 新 富 分 館 柏市豊四季945番地の1

柏市立図書館 高 田 分 館 柏市高田693番地の2

柏市立図書館 根 戸 分 館 柏市根戸467番地

柏市立図書館 新田原分館 柏市東柏二丁目2番15号

柏市立図書館 松 葉 分 館 柏市松葉町四丁目11番地

柏市立図書館 藤 心 分 館 柏市藤心四丁目１番11号

柏市立図書館 沼 南 分 館 柏市大島田440番地1

柏市立図書館 高 柳 分 館 柏市高柳1,652番地10

柏市立図書館 こども図書館 柏市大島田48番地１



(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験のある者

(5) その他教育委員会が必要と認める者

３ 協議会の委員の任期は２年とし，補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし，再任を妨げない。

４ 前３項に定めるもののほか，協議会に関し必要な事項は，規則で定める。

（委任）

第５条 この条例の施行に関し必要な事項は，教育委員会が別に定める。

附則抄

附則（平成２４年条例第９号）

（施行期日）

１ この条例は，平成２４年４月１日から施行する。

(経過措置)

２ この条例の施行の際現に図書館協議会の委員に任命されている者は，改正後の第４条第２項の基準により図

書館協議会の委員に任命された者とみなし，その任期は，同条第３項の規定にかかわらず，平成２５年５月３

１日までとする。



９ 柏市立図書館条例施行規則

昭和５７年１１月２０日

（教）規則第１４号

（趣旨）

第１条 この規則は，柏市立図書館条例（昭和２９年柏市条例第１２号。以下「条例」という。）の施行に

関し必要な事項を定めるものとする。

（業務）

第２条 柏市立図書館（以下「図書館」という。）は，図書館法（昭和２５年法律第１１８号）第３条に規

定する業務を行う。

（開館時間）

第３条 図書館の開館時間は，次のとおりとする。ただし，教育委員会が必要と認めるときは，これを変更

することができる。

（休館日）

第４条 図書館の休館日は，次のとおりとする。ただし，教育委員会が必要と認めるときは，これを変更し，

又は臨時に休館することができる。

区 分 開 館 時 間

図書館

午前９時３０分から午後５時まで。ただし，水曜日，木曜日又

は金曜日であって国民の祝日に関する法律(昭和２３年法律第

１７８号)第３条に規定する休日(以下「休日」という。)に当

たらない日は，午前９時３０分から午後７時まで

図書館分館（沼南分館，高

柳分館及びこども図書館

を除く）

午前１０時から午後５時まで

図書館分館（沼南分館，高

柳分館及びこども図書館

に限る。）

午前９時３０分から午後５時まで

区 分 休 館 日

図書館及び図書館分

館 (豊四季台分館 ,沼

南分館及びこども図

書館に限る。)

1１ 月曜日(月曜日が休日に当たるときを除く。)

2２ １月１日から同月４日まで及び１２月２８日から同月３１

日まで

3３ 特別整理期間(年間１４日以内で教育委員会が別に定める日

をいう。以下同じ。)

図書館分館(豊四季台

分館，沼南分館及びこ

ども図書館を除く。)

1１ 月曜日(月曜日が休日に当たるときは，第１月曜日及び第３

月曜日に限る。)

2２ １月１日から同月４日まで及び１２月２８日から同月３１

日まで

3３ 特別整理期間



（図書館資料の紛失等の届出及び賠償）

第５条 図書館を利用する者（以下「利用者」という。）は，図書及び視聴覚資料（以下「図書館資料」とい

う。）を紛失し，汚損し，又は破損したときは，図書館資料紛失等届を教育委員会に提出するとともに，当

該紛失し，汚損し，又は破損した図書館資料と同種の物（同種の物によることができない場合にあって

は，当該図書館資料に相当する物又は相当の代価）により賠償しなければならない。

（館内利用）

第６条 利用者は，係員の指示に従うとともに，所定の場所において利用しなければならない。

（個人貸出し）

第７条 図書館資料の個人貸出し（第11条に規定する団体貸出し以外のものをいう。）を受けようとする者

は，教育委員会に利用者登録申込書を提出するとともに，本人であることを証明する書類を提示し，利用

カードの交付を受けなければならない。

２ 利用カードは，市内に居住し，通勤し，又は通学している者に対して交付する。ただし，教育委員会が

必要と認めるときは，この限りでない。

（利用カードの失効等）

第８条 利用カードは，交付の日以降利用しない日が引き続き３年に達したときは，その日限り失効するも

のとする。

２ 利用カードの交付を受けた者は，利用者登録申込書の記載事項に変更があったとき又は利用カードを紛

失し，若しくは破損したときは，速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

３ 利用カードの交付を受けた者は，利用カードを他人に貸与し，又は譲渡してはならない。

（貸出冊数及び期間）

第９条 図書の貸出しは１人につき１０冊以内とし，視聴覚資料の貸出しは１人につき２点以内とする。

２ 図書館資料の貸出期間は，２週間とする。ただし，教育委員会が必要と認めるときは，この限りでな

い。

３ 教育委員会は，図書館資料の貸出しを受けた者から当該図書館資料の貸出期間の末日までに貸出期間の

延長の申出があった場合で，当該図書館資料について他に貸出しを希望している者がないときは，当該申

出のあった日から２週間を限度として貸出期間を延長することができる。ただし，教育委員会が必要と認

めるときは，この限りでない。

４ 第１項及び前項の規定にかかわらず，教育委員会は，第２項に規定する貸出期間（前項の規定による貸

出期間の延長をした場合は，当該延長後の貸出期間）の末日後相当の期間を経過しても図書館資料を返却

しない者に対しては，当該図書館資料を返却するまでは，新たな図書館資料の貸出し及び貸出期間の延長

を行わないことができる。

（貸出しの制限）

第１０条 教育委員会は，館外への貸出しを行わない図書館資料を指定することができる。

２ 前項に規定する図書館資料の貸出しを希望する者は，教育委員会に特別貸出申込書を提出し，承諾を受

けなければならない。

（団体貸出し）

第１１条 教育委員会は，市内の官公署，学校，社会教育関係団体その他の団体に対する貸出し（以下「団

体貸出し」という。）をすることができる。

２ 団体貸出しを利用しようとする者は，教育委員会に団体貸出利用申込書を提出し，承諾を受けなければ



ならない。

３ 団体貸出しの貸出冊数は1団体につき２００冊以内とし，その貸出期間は1か月とする。ただし，教育

委員会が必要と認めるときは，この限りでない。

（宅配等による貸出し）

第１２条 教育委員会は，身体障害，ねたきりの状態その他の理由で来館できない者に対し，図書館資料を

宅配又は郵送により貸し出すことができる。

（寄贈の手続）

第１３条 図書館は，図書館資料の寄贈を受け，一般の利用に供することができる。

２ 図書館資料を寄贈しようとする者は，教育委員会に寄贈申込書を提出し，承諾を得なければならない。

（図書館協議会）

第１４条 条例第４条に規定する図書館協議会（以下「協議会」という。）に会長及び副会長各１人を置き，

委員の互選により定める。

２ 会長は，会務を総理し，協議会を代表する。

３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるとき又は欠けたときは，その職務を代理する。

（会議）

第１５条 協議会の会議は，会長が招集し，その議長となる。

２ 協議会の会議は，委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ，会議を開くことができない。

３ 協議会の議事は，出席委員の過半数でこれを決し，可否同数のときは会長の決するところによる。

（庶務）

第１６条 協議会の庶務は，図書館において処理する。

（委任）

第１７条 この規則の施行に関し必要な事項は，教育長が別に定める。

附則抄

附則（平成２７年教育委員会規則第１３号）

（施行期日）

この規則は，平成２８年４月１日から施行する。



１０ 柏市立図書館資料等複製物提供要領

制定 平成２４年６月１日

施行 平成２４年６月１日

１ 趣旨

この要領は，著作権法（昭和４５年法律第４８号）第３１条第１号の規定により市立図書館が行う図書

館資料の複製物（以下「複製物」という。）の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

２ 複製

この要領において複製できるものは，次に掲げるものとする。

(1) 著作権法第３１条第１項に規定する図書館資料

(2) 著作権法第２条第１項第１０号の３に規定するデータベース

(3) 「図書館間協力における現物貸借で借り受けた図書の複製に関するガイドライン」（以下「ガイドライ

ン」という。）で位置づけたもの。

(4) 国立国会図書館及びガイドラインに準拠しない図書館等の複製については，該当館の規定による。

３ 複製作業

複製にあたっては，著作権法第３１条に基づき，職員が作業または監督にあたる。

４ 申込書の提出

複製物の提供を受けようとする者は，申込書を教育委員会に提出するものとする｡

５ 実費徴収

複製物の提供に当たっては，1枚（Ａ３判，Ｂ４判，Ａ４判及びＢ５判）につき白黒１０円，カラー

４０円の実費を徴収する。

６ 補則

この要領に定めるもののほか必要な事項は，教育長が別に定める。

附則

この要領は，平成２５年１２月１日から施行する。



１１ 柏市身体障害者等資料貸出要領

制定 平成２６年１１月１日

施行 平成２６年１１月１日

１ 趣旨

この要領は，柏市立図書館条例施行規則（昭和５７年柏市教育委員会規則第１４号。以下「規則」とい

う。）第１２条の規定による身体障害，ねたきりの状態その他の理由で来館できない者に対する図書及び

視聴覚資料（以下「図書館資料」という。）の貸出しに関し必要な事項を定めるものとする。

２ 対象者

規則第１２条の規定による図書館資料の貸出しを受けることができる者は，本市に居住している者で次

のいずれかに該当する者とする。

(1) 重度身体障害者（公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）に基づく郵便の在宅投票が認められる程

度の障害を有する者をいう。）

(2) ねたきりの状態が続いており，介添えがなければ日常生活に著しく困難を来す者

(3) 教育委員会が特に必要と認める者

３ 利用者の登録

図書館資料の貸出しを受けようとする者は，教育委員会に次に掲げる事項を届け出て，その登録を受け

なければならない。

（1）住所

（2）氏名

（3）生年月日

（4）電話番号

（5）その他必要な事項

４ 利用の申込

前項の規定による登録を受けた者は，図書館資料の貸出しを受けようとするときは，電話，ファクシミ

リ又は郵便等により申し込まなければならない。

５ 経費の負担

図書館資料の貸出し及び返却に要する経費は柏市立図書館において負担する。

６ 貸出冊数及び期間

図書館資料の貸出しは，１人につき図書は１０冊以内，視聴覚資料ごとにそれぞれ３点以内とし，貸出

期間は１か月以内とする。

７ 補則

この要領に定めるもののほか必要な事項は，教育長が別に定める。

附則

この要領は，平成２６年１１月１日から施行する。



１２ 図書館資料選定会議設置要領

制定 平成２０年９月１０日

施行 平成２０年９月１０日

１ 目的

この要領は，柏市立図書館における図書館資料の選定業務の円滑化を図るため，図書館資料選定会議

（以下「選定会議」という。）の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

２ 選定会議

(1) 選定会議は，図書館サービス担当リーダーを長とし，一般図書，児童図書の各担当で図書館長が指名

した職員により開催する。

(2) 選定会議の開催日を一般図書担当は毎週水曜日，児童図書担当は毎月第２・４木曜日とする。

３ 選定資料

選定会議で行う図書館資料の内容は，次のとおりとする。

(1) 一般図書担当

・一般図書全般

・障がい者用資料

・参考図書

・郷土・行政資料

・逐次刊行物（新聞及び雑誌）

・視聴覚資料

(2) 児童図書担当

・児童図書全般

・参考図書

・郷土・行政資料

・逐次刊行物（雑誌）

・視聴覚資料

４ 選定方針

図書館資料の選定方針は，別に定める「柏市立図書館資料収集方針」に基づき行うものとする。

５ 資料の購入

図書館資料の購入は，選定会議で選定し，館長がこれを決定する。

６ 補則

この要領に定めるもののほか，選定会議の運営に関し必要な事項は，館長が別に定める。

附則

この要領は，平成２０年９月１０日より施行する。

附則

この要領は，平成２５年４月1日より施行する。



１３ 柏市立図書館団体貸出取扱要領

制定 平成２８年 ４月 １日

施行 平成２８年 ４月 １日

１ 趣旨

この要領は，柏市立図書館条例施行規則第１１条の規定による団体貸出し（以下「団体貸出し」と

いう。）に関し必要な事項を定めるものとする。

２ 対象

団体貸出しは,市内の官公署，学校，社会教育団体，その他の団体を対象とする。

３ 利用カードの交付等

(1) 団体貸出しを利用しようとする者は,教育委員会に団体貸出利用申込書を提出し,承諾を得て,利

用カードの交付を受けることができる。

(2) 団体の代表者が交替又は申込内容に変更が生じた場合は，団体貸出利用変更届を提出するものと

する。

４ 図書の貸出

(1) 利用する団体が図書の貸出しを受ける場合は,事前に団体貸出利用申請書を提出するものとする。

(2) 図書の貸出しは，原則として，土曜日,日曜日，祝日及び休館日を除く日とする。

５ 貸出冊数及び期間

団体貸出しの貸出冊数は，１団体につき２００冊以内（視聴覚資料は除く）とし，利用期間は１か月

以内とする。ただし，教育委員会が認めたときはこの限りではない。

６ 図書の管理等

(1) 団体貸出しを受ける者は，教育委員会の指示に従い，代表者は，図書の保管及び運用についてその

責任を負うものとする。

(2) 図書の運搬は，登録団体が行い，運搬に要する箱等は，団体が用意することとする。

７ 補則

この要領に定めるもののほか，必要な事項は教育委員会が別に定める。

附 則

この要領は，平成２８年４月１日から施行する。



１４ 柏市立図書館寄贈資料に関する取扱い基準

制定 平成２６年７月１日

施行 平成２６年７月１日

１ 趣旨

この基準は，柏市立図書館に寄贈申出があった資料の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

２ 取扱い方針

取扱いに際しては，次に規定する項目に基づき行うものとする。

（１）受領の際には，柏市立図書館資料収集方針（以下「収集方針」という。）に準拠したもののみを受領す

る。

（２）受領の際には，受領後の処理判断を館長に一任することを寄贈申出者が了承したうえで受領する。

３ 受領することができる資料

（１）「収集方針」に準拠し，原則として出版後，５年以内のものを受領する。

（２）郷土に関する図書・古文書・パンフレット類・雑誌等は，出版年に関わらず受領することを原則とす

る。

（３）その他，館長が必要と認める資料

４ 受領しない資料

「収集方針」に準拠するものであっても，次の資料は受領しない。

（１）政治・宗教の布教及び特定の企業の営業等を目的とした内容の資料

（２）既に蔵書として登録してあるものと同一資料で，複本として受領する必要性を持たない資料

（３）新聞・雑誌・パンフレット等で資料的価値を持たない資料

（４）汚損，毀損又は書き込みのある資料

（５）時間の経過により内容が古くなり，資料的価値の無くなった資料

（６）視聴覚資料及び視聴覚資料が附属資料として附いている資料。

ただし，地域資料として収集・保存する価値のあるもの及び官公庁が刊行する公共的価値のあるもの

は除く。

（７）その他，館長が必要と認めない資料

５ 受領の条件

次に掲げる項目を条件として受領する。

（１）２（２）の条件が了承できない場合には，受領しないで返却する。

（２）図書館に予告なく郵送等により寄贈された場合には，寄贈の意思が確認できる書類等があるか，また

は取扱いの条件がないか確認し受領する。

（３）寄贈資料の取扱い上の条件（蔵書としない場合は寄贈しない等）がある場合には，受領しないで返却

する。

６ 受領の手続き

「図書館資料等寄贈申込書」に記入のうえ資料とともに提出されたものを受領する。ただし，大量に資



料がある場合には，事前にリストの提出を求めることができる。

７ 受領後の取扱い

（１）受領した寄贈資料は，「収集方針」「柏市立図書館資料除籍基準」に照らし合わせ，選定会議

で蔵書とするものを選択し，館長の決裁により決定する。

（２）蔵書とする資料について，必要のあるものは寄贈礼状を送付する。

（３）蔵書とする資料は，資料コード，分類ラベル等を貼付し，寄贈受入登録をする。

（４）蔵書としない資料は，リサイクル資料または廃棄処分とする。

（５）「図書館資料等寄贈申込書」及び寄贈資料の添付文書は別に５ヶ年保存する。

附則

この基準は，平成２６年７月１日から施行する。



１５ 柏市立図書館貸出停止基準

制定 平成２６年１０月１日

施行 平成２６年１０月１日

１ 趣旨

この基準は，柏市立図書館条例施行規則（昭和５７年柏市教育委員会規則第１４号。以下「規則」とい

う。）第９条第４項に規定する図書館資料の貸出停止について，必要な事項を定めるものとする。

２ 貸出停止の対象者

柏市教育委員会（以下教育委員会という）は，柏市立図書館（以下「図書館」という。）利用者のうち，

図書館資料を貸出期間の末日から４週間経過しても返却しない利用者に対し，貸出しを停止することがで

きる。

３ 貸出停止の例外

教育委員会が，貸出停止の対象外とすることに相当の理由があると認めた場合は，貸出しの停止を行な

わないものとする。

４ 貸出停止の解除

次の各号のいずれかに該当したときは，教育委員会は貸出停止を解除するものとする。

（１）貸出停止を受けることになった資料を賠償したとき。

（２）その他，教育委員会が貸出停止を解除することを適当と認めたとき。

５ 督促

教育委員会は貸出期間を過ぎても返却しない利用者及び図書館資料を亡失又は毀損し，賠償する旨の届

出をしたにもかかわらず，賠償をしない利用者に対し，資料の返却及び賠償を求めるために督促を行なう。

６ 補則

この基準に定めるもののほか必要な事項は，教育長が別に定める。

附則

この基準は，平成２６年１０月１日から施行する。



１６ 柏市立図書館利用者用インターネットパソコン利用規約

制定 平成２０年１０月１日

施行 平成２０年１０月１日

１ 趣旨

この規約は，柏市立図書館（以下「図書館」という。）が利用者用に設置するインターネットパソコ

ン（以下「パソコン」という。）の利用に関し必要な事項を定める。

２ 目的

端末は，出版・流通情報及びインターネット上にある各種データベースのうち調査研究に資する情報

にアクセスできる環境を利用者に提供することにより，学習支援をすることを目的とする。

３ 利用の範囲

利用の範囲は次のとおりとする。

(1) 柏市ホームページの閲覧（柏市が開設する全てのサイトを含む。）

(2) 図書館の蔵書検索

(3) 図書館が選定した情報サイトの閲覧

(4) その他調査研究のために必要なホームページの閲覧

(5) 図書館所蔵の視聴覚資料の視聴

４ 利用者

利用者は，図書館の利用カードの交付を受けた小学生以上の者とする。

５ 利用時間

パソコンの利用時間は，図書館の開館時間内において利用者一人につき１回当たり３０分以内とする。

ただし，次の利用者が待機していない場合は，利用時間を３０分を限度として延長することができる。

６ 利用手続

パソコンを利用しようとする者は，利用しようとする日に，受付カウンターに利用カードを提示して

申し出なければならない。

７ 職員の補助

図書館の職員は，必要に応じて，パソコンの利用者に対し，操作方法の説明その他必要な補助をする

ものとする。ただし，当該利用者の依頼を受け，情報を検索することはしない。

８ 利用料

パソコンの利用に係る費用は，無料とする。

９ 利用制限

利用者は，パソコンの利用に際して次に掲げる行為をしてはならない。

(1) Ｅ－ＭＡＩＬの送受信，掲示板等への書き込み，ショッピング，ゲームなど，閲覧以外の行為

(2) 画面のプリントアウト

(3) ３項の(5)に挙げたものを除く映像資料，録音資料の視聴

(4) 画像やソフトウェア等のダウンロード

(5) 外部記憶メディアの接続

(6) カメラによる画面の複写



(7) 有料サイトや公序良俗に反すると判断されるホームページへの接続

(8) 図書館のパソコンへのデータ保存，設定の変更等ハードディスクへの書き込み行為

１０ 利用者の責任

利用者が不正な操作等により，機器やデータ等に損害を与えた場合には，利用者はその責任を負うも

のとする。

１１ 利用の中止

図書館長は，利用者がこの規約に違反した場合には，利用を中止させることができる。

１２ その他

この規約に定めるもののほか，パソコンの利用について必要な事項は，図書館長が別に定める。

附則

この規約は，平成２０年１０月１日から施行する。

附則

この規約は，平成２５年１１月１日から施行する。

附則

この規約は，平成２７年６月１日から施行する。



１７ 柏市立図書館資料収集方針

１ 資料収集方針の設定にあたって

(1) 図書館とは何か

蔵書構成を考えるにあたり，「図書館とは何か」という事柄を図書館職員が常に意識し，市民の前に

明らかにしていくことが必要である。今までに以下のような位置付けがなされていることを確認したい。

① 「社会教育法」第９条

図書館及び博物館は，社会教育のための機関とする。

② 「図書館法」第２条

この法律において「図書館」とは，図書，記録その他必要な資料を収集し，整理し，

保存して，一般公衆の利用に供し，その教養，調査研究，レクリエーシヨン等に資すること

を目的とする施設で，（以下省略）

③ 「新しい時代に向けての公共図書館の在り方について」（中間報告）

ア 図書館は，市民生活のあらゆる面に関わる資料を収集し，生涯学習を支援する上できわめて

大きな責務を負っている。生涯学習のための機関としての色彩をいっそう強く打ち出すべきで

ある。

イ 一般書，専門書，地域資料，視聴覚資料など多種多様な資料の充実をめざす。図書館は地域

社会の情報拠点･学習拠点である。

ウ 多様な学習機会を提供することが必要である。読書普及とりわけ児童に対するサービスは重

要である。学校との連携により充実した学習機会の提供が望まれている。

(2) 日本の図書館の軌跡

蔵書構成を考える上で，今まで日本の公共図書館が辿ってきた流れを確認することも重要である。

① 発展期

戦後日本の図書館活動は，新憲法に端を発し，昭和２４年の社会教育法の施行，昭和２５年の図

書館法の施行に始まるが，それからしばらくは，図書館の存在は広く市民生活に取り入れられるこ

となく，一部研究者の利用や学生の勉強部屋代わりに利用されるに留まっていた。

昭和４０年代に入り，東京都日野市が，「買い物カゴを下げて図書館へ」「ポストの数ほど図書館

を」「いつでも，どこでも，だれでも，なんでも」というスローガンを掲げてまず移動図書館から

サービスを始め，ほとんど全ての図書を開架とし，自習席を一掃して，現在は当たり前となってい

る「貸し出し中心」の図書館活動を開始した。この動きは高度経済成長とあいまって全国へと広ま

っていった。

図書館は市民のためのものであり，市民の求める資料を提供していくといったそれまでの「図書

館は市民を教育するための施設である。」という考え方から，「市民の要求が蔵書をつくる」という

考え方へ大転換が図られ，市民の支持を勝ち取っていった。

日野市のこの活動がなければ，今日の日本の図書館界は存在しえなかったと思われるほど全国に

大きな影響を与え，中小公共図書館の発展こそ図書館活動の基盤となるとした『中小都市における



公共図書館の運営』（※注１）とその理念を具体化した当時の日野市立図書館長前川恒雄氏らの『市

民の図書館』（※注２）は，図書館員のバイブルとされてきた。

この流れは柏市にも波及し，昭和 46年に日野市を手本に移動図書館をスタートさせている。

② 転換期

産業の空洞化，景気の低迷，リストラ，失業率の増加・・・バブル崩壊後続いている不況の中で，

図書館界も資料費削減，民間委託など厳しい状況にさらされる一方，図書館によるベストセラーの大

量購入が出版不況の原因の一つではないかと問題視された。また，電子図書館の登場や，ビジネス支

援を標榜する図書館が注目されるなど，社会の中での図書館に対する役割・評価が高まるにつれて，

図書館界に大きな変化の兆しが現れている。

日野市から始まった貸し出しを中心とした図書館運営を基盤に，平成１８年３月に『これからの図

書館像』（※注３）で提言されたように，地域情報やビジネス情報の拠点としての図書館等，新しい図

書館の在り方が模索され，変革を求められている。

※注１ 『中小都市における公共図書館の運営』（通称「中小レポート」）

日本図書館協会 １９６３年

※注２ 『市民の図書館』 日本図書館協会 １９７０年

※注３ 『これからの図書館像』 文部科学省 ２００６年

(3) 柏市立図書館の蔵書構成を考える

① 基本的考え方

図書館の蔵書構成は館種によって異なり，どのような資料を収集するかは，その館の目的，性格

等によって収書方針が決まり，収集計画が立てられ，それに基づいて収書が行われる。

公共図書館においては，基本図書（一般成人向け図書・児童書），参考図書及び地域住民の要求度

に応じて実用書･専門書等を網羅的に収集すべきであり，地域の行政資料・郷土資料も収集する必要

がある。また，蔵書構成を考える場合，資料の種類(図書とその他の資料の比率)，一般向け図書と専

門書のバランス，その図書館で重点収集したい資料などを考えなければならない。

以上のような原則を踏まえ，長期的展望に立った図書館計画のもとに，現実的には財政状況・収容

スペースを考慮して収集方針及び年次的な収集計画が決定される。その決定に際しては，県立図書館

や県内のほかの図書館との相互利用・分担収集も考慮されなければならない。

② 求められる資料と必要な資料

図書館の蔵書は，基本的には市民の求めに応じて収集すべきものである。過去の良書厳選主義が，

市民を図書館から遠ざけていたという反省のもとに，図書館は誰のものかを常に意識し，市民の要求

を基本に蔵書が構築されるべきであるという考え方は，「(２)日本の図書館の軌跡」で触れたように

日野市の図書館活動から始まった現在の図書館活動の出発点である。

それを前提としながら，要求の多い図書だけでなく，公共図書館として当然所蔵すべき基本図書や，

地域資料，重点資料をどう収集していくのか，収集方針を市民の前に提示し，明らかにすることで理

解を得ていく必要がある。



③ 柏市立図書館の蔵書構成

柏市立図書館の特色は，本館と１７分館の多くのサービス拠点を持ち，さらにそれぞれが相互貸借

することで，市内のどこに住んでいても柏市立図書館全体の蔵書が利用でき，多くの貸し出しを行っ

ていることである。

しかし，個々の分館の蔵書は３万８千冊程度で，面積は平均１７０㎡と市民生活の情報源を標榜す

るには規模が小さく，貸し出し中心のサービスにならざるを得ない。この規模の分館で特色を出そう

とすると偏りが生じ，かえって利用しにくいものとなる。各館による資料の重複を抑え，同一主題の

資料を収集する際は，各館で異なったタイトルの資料を購入することにより，本館と１７分館からな

る柏市立図書館の蔵書をより効果的に利用することができる。

このような特色を踏まえ，柏市立図書館の収集方針として次のような方向性を市民に対して明らか

にしていきたい。

ア 市民が学習する上で必要となる各ジャンルの基本的及び最新の資料を収集する。

イ 市民の自己実現，多様な趣味に資する資料，時事問題など市民が現在知りたい事柄に関する資

料を収集する。

ウ 各近隣センターを中心に活動している学習グループや趣味のサークルを支援する資料を収集す

る。

エ ボランティア活動やＮＰＯ活動，子ども会，福祉団体，まちづくりに関わるさまざまな団体を

支援するための資料を収集する。

オ 国際化に対応した外国語の資料及び，国際交流室と連携し，柏市に関する外国語の資料を収集

する。

カ 高齢者やその他図書館の利用に障害のある市民に配慮した資料を収集する。

キ 地域の学校との連携により，総合学習等，学校図書支援に対応した資料を収集する。

ク 行政等の課題解決支援に配慮した資料を収集する。

２ 具体的な資料収集にあたっての留意点

(1) 資料の収集にあたっては，「図書館の自由に関する宣言」「図書館員の倫理綱領」の精神を遵守する。

① 市民からのリクエストについては，以下の③に述べる形態上の問題に該当しない限り，購入･相互

貸借などの手段により可能な限り提供する。

② リクエストの多い資料の複本購入に関しては，現時点では上限を柏市内全館合計で２０冊とする。

③ 以下の形態の資料は図書館資料として収集しない。

ア 切抜き・組み立てを目的に編集された資料

イ 書き込みを目的として編集された資料

ウ 著しく耐久性に欠ける資料

エ 一枚物の楽譜

オ ＣＤ・ＤＶＤ等が主体であり，図書がそれらの付属物である資料

カ 問題集

キ 通信販売などのカタログ



④ 図書館利用に障害がある市民のために大活字本・ＣＤ等を収集する。外国語資料は，日本語を母語

としない利用者へのサービスを視野に入れて，必要な資料を収集する。

⑤ 本館参考資料室の郷土資料コーナーでは，柏市を中心に関連の深い周辺一帯を含めた地域の図書・

行政資料・逐次刊行物・小冊子等の資料を収集する。また，分館でも必要に応じて収集に努める。

⑥ 新聞は主要日刊紙を中心に収集する。外国語の新聞は代表的なものを収集する。

⑦ 雑誌は各分野の基本的なものを収集する。

⑧ 図書及び図書館に関する資料は積極的に収集する。

⑨ 視聴覚資料（ＡＶ資料）についてはＣＤ・ＤＶＤ等を収集対象とする。これらの選定にあたってては，

各種雑誌・新聞等の評価を参考とする。

⑩ 漫画は，現在日本文化の一部となり市民権を得ているので，図書館資料として扱う。一般成人向け・

児童向けともに現物を見た上で，過激な暴力描写・性描写等に留意し収集する。いわゆる名作を漫画

化したもの・雑誌等に連載中のものは原則として収集しない。ストーリー漫画については，賞を取っ

た作品・評価の定まったものから選定する。リクエストについては所蔵分のみ受け付け，未所蔵のも

のは次回の選定時に参考にする。

⑪ 古書については古書店等からの収集に努める。

⑫ 寄贈図書の受け入れについては，以上に述べた基準を適用する。寄贈を受ける際は，一切の判断を

図書館側が行う旨の了承を得る。コーナーの設置は原則的におこなわない。

⑬ 収集後に何らかの問題が生じた場合は，図書館資料選定会議で協議し必要な措置を講ずる。

(2) 資料の選定方法は以下のとおりとする。

① 書店の店頭見計らい，書店・出版社の持ち込み，郵送による見計らい等の現物による選定

② 新聞･雑誌の書評，広告・インターネット情報等のツールを参考にした選定

３ 児童資料の収集にあたっての留意点

(1) 児童資料の収集にあたっては，その特殊性から以下の理由により，選定基準とともに児童資料評価の

基準を示すものである。

① 子どもは読むものを選ぶ自由が少ない。与えられたものを，たまたま目にふれたものを読む。図書

館を利用する子どもは，館の所蔵に依存した読書生活を営むことになる。

② 子どもの時代は，書物に対する好みや，質の感覚が養われるときにある。この時期にふれる書物の

影響は大人になってからの読書にはない，深く永続的なものがある。

③ 子どもの時代は，短く貴重である。子どもの本の中には，ある年齢の子どもにしか十分楽しめない

種類のものもあり，数・多様性よりも，質が重要視されなければならない。

(2) 評価の基本

基本的姿勢は次のとおりとする。

① 自分で評価する。

児童図書を選書する場合は，自分の感性，自分の価値判断に頼って，直接本に当ってこれを評価す

べきである。失敗や片寄りを恐れるあまり，機械的に新刊書を揃えたり，全面的に各種のリストに依

存すべきではない。

② 子どもに代わって評価する。



自分がある作品を好きか嫌いかということと，その作品が客観的に見てよく書けているかいないか

ということは別のことである。子どもがそれをどう受け取るだろうかという視点を忘れてはならない。

この視点を自分のものにするためには，目の前にいる子どもを観察すること，自分自身の子どもの頃

のことをできるだけ思い出すこと，そして関連した書物を読むことである。

③ 蔵書全体との関係において評価する。

その本，あるいは作品自体の価値を評することではなく蔵書に加える価値があるかどうかを判断する

ことである。

多少の欠点があるにもかかわらず，他に代替本がない場合は受入れざるを得ない。しかし，その経過

は通っていなければならない。

④ 継続して評価する。

受入れた本については，その後の子どもの評価や利用状況を見て，継続的にその本を評価していく必

要がある。

その後の措置としては，適当な時期に廃棄するか，または，複本を追加して蔵書全体のバランスをは

かっていく。

(3) 蔵書の基本的理念

蔵書の基本的理念は，次のとおりとする。

① 健康なのびのびした生活感情がみなぎっている。

② 奇想天外な想像力の世界が展開されていて自由な心や笑いを引き起こす。

③ 人間を取り巻く，自然，社会について，深く広い正しい認識を得させる。

④ 人類が積み上げてきた文化遺産に尊敬の心をいだかせる。

⑤ 子どもの持つ美しい心の成長にかない，正義感，真理，真実などの探求心を育てる。

⑥ 科学的なものの考え方，生き方の基礎を養う。

⑦ 人間の尊厳を深く握み，しっかりした自己確立と批判精神を備えさせる。

⑧ 労働と生産への自覚を促し，働く人々の美しさにめざめさせる。

⑨ 子どもの持つ無限の想像力に答え，彼らの心の成長，創造性を切り開き促進する契機になる。

⑩ 平和と民主主義的国際理解を育てる。

(4) 選定の具体的基準

一般的共通事項

① 内容

ア 知識は正確でわかりやすく，公正でかつ時代の進歩に応じ論理的に発展しているか。

イ 俗悪に流れず，健全で文学性があり，子どもに想像力をもたせ，感情を豊かにすることができる

か。

ウ 子どもの要求や能力に合致し，経験を充実させることができるか。

② 表現

ア 読者の発達段階に適した表現を用いそれが内容を表すのに十分であるか。また，子どもの心情を

豊かにするよう叙述されているか。

イ 漢字，かなづかいが標準に合致し，明瞭で正確な写真・絵画・グラフ・図表などにより視覚化し，

子どもの理解を助けているか。

ウ 翻訳は，原文の意味を正確に伝え理解しやすいか。また原著について解説がついているか。

③ 外観



ア 製本，装丁が整い，大きさが適当であるか。

イ 用紙は，印刷または読書に適しており，印刷は鮮明で活字の大きさ，行間の余白は適当であるか。

ウ 書名，目次，索引，参考図書など本の構成は適当であるか。著者，出版社は信頼できるか。また

価格は適当で容易に購入できるか。

(5) 具体的事項

選定の具体的事項は，次のとおりとする。

① 絵本

ア 絵が見る者に訴えかけるものを持っているか。

イ 絵がストーリーを語ってくれているか。

ウ 絵と文が一本化されているか。

エ 構図がしっかりしているか，色はどうか。

オ 子どもにふさわしい，暖かみのある絵か。

カ ストーリーは，子どもにふさわしいか。

キ 子どものために出版されたものか。

② よみもの（童話）・民話

ア 豊かな想像力（物語性）を有したものであるか。

イ 子どもの立場に立った現代市民感覚にマッチしたものであるか。

ウ 健康で明るく人生を肯定し，人間を信頼するヒューマニズムに裏づけられたものであるか。

エ 外国文学は，ダイジェストの購入を避ける。また，訳文が適切であるか。

オ 古典，伝説は文学として一定の評価を得ており，現在まで子どもに読み継がれ，かつ現代的意味を有

するか。

カ 民話の持っている内容（主題・筋運び・人物像）と，形式（語りくち・ことば）を正しくとらえらえ

ているか。

キ すぐれた原話の再話であるか。

ク 詩・童謡等は，ことばのリズム感覚が適切か。

③ ノンフィクション（実用書・参考図書）

ア 新しく正確な情報に基づいて書かれているか。

イ 専門用語についてよく説明されているか。

ウ 索引が整備されているか。

エ 出典が明確か。

オ 執筆者，編集者の専門性と責任を持った仕事がなされているか。

カ 表現方法が対象とする年齢にふさわしいものか。

④ 伝記

ア 被伝者の行動や業績が歴史的背景とのかかわり合いの中で描かれているか。

イ 被伝者の生活の全面が，欠点をも含めて人間的にとらえられているか。

ウ 生涯史となっているか。

エ 作者と被伝者とのかかわりに意義が認められるか。

オ 作品に現代的意義が認められるか。

カ 文学的形象性が豊かで感動深い作品となっているか。

キ 記述に誤りはないか。



⑤ 紙芝居

ア 絵本に準じる。

イ 離れて見ることが多いので線と色がはっきりしたもの，性格がドラマチックなものの方が適

している。

この収集方針は，平成２０年１０月１６日から施行する。



１８ 柏市立図書館資料除籍基準

（目的）

第１条 この基準は，柏市立図書館における図書館資料の除籍に関し，必要な事項を定めることを目

的とする。

（基本方針）

第２条 書架の合理的な運営を図り，利用しやすい蔵書構成を維持するために，図書館資料の除籍を

行う。

（除籍対象資料）

第３条 除籍の対象となる資料及びその基準は，次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 亡失

ア 資料点検の結果所在不明となった資料で３年以上所在不明のもの

イ 貸出資料のうち督促等の努力をしたにもかかわらず３年以上回収不能なもの

ウ 利用者が紛失，汚損又は破損した資料で現品での弁済が不可能なもの

エ 不可抗力による災害，その他事故などにより亡失したもの

(2) 不用

ア 汚損，破損が著しく，補修が不可能な資料で，同類資料のあるもの

イ 時間の経過によって内容が古くなり，資料価値のなくなったもの

ウ 利用が著しく低下し，新たな資料で代替できるもの

エ 不必要となった複本

(3) 数量更正

資料を分冊または合冊し，資料数が増減するもの

（除籍対象外資料）

第４条 次の各号に掲げる資料については，原則として除籍の対象としない。

(1) 地域資料で複本がないもの

(2) 入手が困難で，資料価値の高いもの

（除籍の決定）

第５条 除籍の決定は，次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 除籍にあたっては，除籍基準に基づき除籍資料の選定を行うものとする。

(2) 館長は，前号の選定結果に基づき除籍を決定するものとする。

（除籍処理）

第６条 除籍を決定した資料の処理は，次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 図書館資料マスターを抹消する。

(2) 除籍図書館資料明細書を作成する。

(3) 図書館資料の図書番号（バーコード）を抹消する。

（委任）

第７条 この基準に定めるもののほか，図書館資料の除籍に関する事項については，館長が別に定める。



附則

この基準は，昭和５９年３月１日から施行する。

附則

この基準は，平成１８年１１月１日から施行する。



平成２9年度 図書館年報

平成30年1月25日発行

編集・発行 柏市教育委員会

柏市立図書館

〒277－0005

柏市柏5丁目8番12号

TEL. 04（7164）5346




	000-1 表紙（HＰ)
	000-2 扉（ＨＰ掲載用）
	001 運営理念・方針
	002 目次（HP用）
	02～06 年表 29年度用
	07～09 図書館のこの１年
	10～15 図書館の概要 
	16～19 サービスの概要 
	20 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀシステム
	21～22図書館の組織
	23～24平成29年度予算 2
	25図書館の活動状況
	34 目で見る統計１（蔵書）
	35 目で見る統計２（蔵書）
	36 目で見る統計３（貸出）
	37 目で見る統計４（利用者）
	38 目で見る統計５（登録者）２
	39～40 統計表一覧１（蔵書）
	41～42 統計表一覧２（貸出）
	43～44 統計表一覧３（利用者，登録者）
	45～47 統計表一覧４（団体利用）
	48～49 統計表一覧５（視聴覚，障害，リサイクル，コピー） 2
	50 統計表一覧６（ベストリーダー） 2
	51 統計表一覧７（予約）
	53～57 雑誌・新聞
	57～59 縮刷・マイクロ・永年保存30.1.25修正
	60～96 法規修正
	999 奥付
	9999 裏表紙（ＨＰ掲載用）

